
タ
ト
リ
久
局
、
先

第
五
十
九
巻

第
二
競

卒
成
十
二
年
九
月
護
行

高
麗
時
代
の
鐙
選
と
告
身

矢

木

毅

は

じ

め

に

一
「
制
授
告
身
」
と
「
教
授
告
身
」

二
「
中
書
門
下
制
牒
」
と
「
向
書
吏
部
教
牒
」

三
「
批
」
と
「
剣
」

四
「
政
房
」
の
成
立

お

わ

り

に

- 1 ー

t主

め

じ
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高
麗
時
代
は
専
制
君
主
権
の
伸
長
に
伴
っ
て
、
そ
の
手
足
と
な
る
官
僚
組
織
が
高
度
に
護
達
を
途
げ
た
時
代
で
あ
る
。
お
よ
そ
中
央
政
府
に

出
仕
す
る
官
人
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
責
格
に
麿
じ
て
ま
ず
官
人
と
し
て
の
位
階
(
散
官
)
が
輿
え
ら
れ
、
次
に
そ
の
位
階
に
鹿
じ
て
貫
際
の
勤

務
内
容
を
伴
う
官
職
(
職
事
官
)
が
興
え
ら
れ
る
。
九
品
以
上
の
位
階
・
官
職
は
す
べ
て
専
制
君
主
た
る
園
王
の
命
令
に
よ
っ
て
の
み
輿
奪
さ

れ
る
が
、
貫
際
問
題
と
し
て
膨
大
な
敷
の
官
員
人
事
を
園
王
た
だ
一
人
の
能
力
に
よ
っ
て
慮
理
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
官
職
の
任
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克
を
擬
定
す
る
い
わ
ゆ
る
詮
選
の
事
務
が

一
定
部
分
、
有
司
に
委
ね
ら
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
嘗
然
で
あ
ろ
う
。

高
麗
の
官
僚
制
度
に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
中
園
唐
朝
の
制
度
の
場
合
、

(
中
書
門
下
〉
に
お
い
て
擬
定
さ
れ

及
び
六
品
以
下
常
参
官
の
人
事
は
宰
相
府

ハ
1
〉

六
品
以
下
未
常
参
官
の
人
事
は
向
書
吏
兵
部
に
お
い
て
擬
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
事
案
は
専
制
君

五
品
以
上

主
と
し
て
の
皇
帝
に
た
て
ま
つ
ら
れ
、
皇
帝
の
裁
可
を
得
た
後
、
前
者
は
「
制
授
告
身
」
な
い
し
「
敷
授
告
身
」
の
書
式
を
以
て
、

「
奏
授
告
身
」
(
旨
授
告
身
)
の
書
式
を
以
て
、
そ
れ
ぞ
れ
官
職
任
克
僻
令
と
し
て
の
告
身
が
護
給
さ
れ
る
制
度
に
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
中
園
唐
朝
の
制
度
が
、
高
麗
時
代
の
詮
選
制
度
・
告
身
制
度
に
極
め
て
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
も
と

後
者
は

よ
り
一
般
論
と
し
て
は
容
易
に
想
像
で
き
る
事
柄
で
あ
る
が
、
高
麗
官
僚
制
度
の
固
有
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、

さ
ら
に
踏

み
込
ん
で
、
鐙
選
制
度
・
告
身
制
度
の
寅
際
の
運
用
形
態
を
解
明
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
は
、
従
来
の
高
麗
史
研
究
に
お
い
て
必
ず
し
も
充
分
に
深
め
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
幸
い
、
鐙
選
の
制
度
と

(
2〕

密
接
不
可
分
の
閲
係
に
あ
る
告
身
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
既
に
唐
代
告
身
研
究
者
た
ち
に
よ
る
優
れ
た
諸
業
績
が
あ
り
、
ま
た
高
麗
時
代
の
告

〈

3
)

身
に
つ
い
て
も
、
現
存
す
る
告
身
史
料
の
紹
介
と
解
説
を
兼
ね
て
、
韓
相
俊
氏
、
張
東
翼
氏
ら
に
よ
る
幾
つ
か
の
論
考
が
護
表
さ
れ
て
い
る
。

- 2 ー

本
稿
で
は
こ
う
し
た
諸
先
壌
に
よ
る
研
究
成
果
を
瑳
展
的
に
繕
承
し
な
が
ら
、

で
き
る
だ
け
告
身
そ
の
も
の
の
分
析
に
即
し
て
、
高
麗
時
代
の

鐘
選
制
度
と
そ
の
襲
遜
の
過
程
を
跡
づ
け
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

「
制
授
告
身
」
と
「
敷
授
告
身
」

唐
制
、

五
口
間
以
上
、
及
び
六
品
以
下
常
参
官
の
任
命
は
、
向
書
吏
兵
部
の
作
成
し
た
人
事
資
料
に
基
づ
い
て
中
書
門
下
が
そ
の
人
事
案
を
擬

定
し
、
皇
帝
の
裁
可
を
得
た
後
、

て
、
そ
れ
ぞ
れ
官
職
任
尭
僻
令
と
し
て
の
告
身
、
が
護
給
さ
れ
る
制
度
に
な
っ
て
い
た
。

六
品
以
下
常
参
官
は
「
敷
授
告
身
」
の
書
式
を
以

五
日
間
以
上
の
官
職
は
「
制
授
告
身
」
の
書
式
を
以
て

高
麗
で
も
こ
の
「
制
授
告
身
」

「
救
授
告
身
」
な
ど
の
文
書
様
式
が
縫
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
現
に
そ
う
し
た
書
式
を
具
備
す
る
「
恵
語



(
教
授
告
身
)
な
ど
の
告
身
史
料
が
存
在
す
る
こ
と
を
通
し
て
こ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
右

ハ
4
)

二
通
の
告
身
史
料
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
「
高
麗
園
初
の
贋
評
省
と
内
議
省
」
に
お
い
て
検
討
済
み
で
あ
る
か
ら
、

告
身
」

(
制
授
告
身
)
、

「
金
停
告
身
」

」
こ
で
は
そ
の
書
式

に
闘
し
て
の
み
、

「
敷
授
告
身
」
と
し
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
再
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
(
録
文
に
つ
い
て
は
前
掲
、

「
制
授
告
身
L

拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

右
二
通
の
告
身
史
料
は
、

そ
れ
ぞ
れ
判
中
書
省
(
内
議
省
〉
が
制
詞
・
敷
詞
を
起
草
し
、

ω門
下
省
(
侍
中
〉
が
こ
れ
を
審
議
し
、

ω向
書
省

と
い
う
手
緩
き
を
踏
ま
え
、
い
わ
ゆ
る
「
三
省
」
を
経
由
す
る
か
た
ち
で
護
令
さ
れ
た
正
規
の
王
命
文
書

「敷
O
i
-
-
-
主
者
施
行
。
L

と
い
う
首
尾
の
様
式
を
具
備
し
て
い

(
庚
評
省
)
が
こ
れ
を
施
行
す
る
、

で
あ
り
、
制
詞
・
敷
詞
の
部
分
は
、

そ
れ
ぞ
れ
「
門
下
。
:
:
:
主
者
施
行
。
」

る
。
前
者
は
「
制
授
告
身
」
の
様
式
で
あ
り
、
後
者
は
「
敷
授
告
身
」
の
様
式
で
あ
る
。

ま
た
門
下
省
(
侍
中
)
の
審
議
に
際
し
、
「
恵
謹
告
身
」
の
場
合
に
は
一
日
一
門
下
省
が
園
王
に
覆
奏
し
て
付
外
施
行
す
べ
き
こ
と
を
請
い
、
園

- 3 ー

王
の
裁
可
を
得
た
後
、

「
制
可
」
の
文
言
を
書
き
加
え
て
こ
れ
を
向
書
省
〈
庚
評
省
)
に
迭
附
す
る
と
い
う
手
績
き
を
踏
ん
で
い
る
の
に
封
し
、

「
敷
を
奉
ず
る
こ
と
右
の
如
し
。
牒
到
れ
ば
奉
行
せ
よ
」
と
の
命
令
文

「
金
停
告
身
」
の
場
合
に
は
園
王
へ
の
覆
奏
の
手
緩
き
は
省
略
さ
れ
、

言
を
附
し
て
直
ち
に
向
書
省
(
廉
評
省
〉
に
迭
附
す
る
と
い
う
手
績
き
が
踏
ま
れ
て
レ
る
。
前
者
は
「
制
授
告
身
」
の
手
績
き
で
あ
り
、
後
者

は
「
敷
授
告
身
」
の
手
緩
き
で
あ
る
が
、
園
王
へ
の
覆
奏
の
手
績
き
が
省
略
さ
れ
る
分
だ
け
、

「
穀
授
告
身
」
は
「
制
授
告
身
」
よ
り
も
王
命

文
書
と
し
て
の
取
り
扱
い
が
簡
便
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
レ
え
よ
う
。

最
後
に
、

王
命
文
書
の
施
行
を
携
嘗
す
る
向
書
省
(
庚
評
省
)
で
は

ま
た

「
制
書
を
奉
被
す
る
こ
と
右
の
如
し
。
符
到
れ
ば
奉
行
せ
よ
」

は
「
敷
を
奉
ず
る
こ
と
右
の
如
し
。
符
到
れ
ば
奉
行
せ
よ
」
と
の
命
令
文
言
を
書
き
加
え
、
こ
れ
を
「
符
」
の
緩
式
を
以
て
受
命
者
に
護
給
す

る
こ
と
に
な
る
。
前
者
は
「
制
授
告
身
」
の
手
績
き
で
あ
り
、
後
者
は
「
敷
授
告
身
」
の
手
績
き
で
あ
る
。

以
上
、
要
す
る
に
、

「
金
停
告
身
」
と
い
う
高
麗
側
の
二
つ
の
告
身
史
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ
唐
代
告
身
研
究
者
た
ち
が
明
ら
か

「
恵
謡
告
身
」

231 

「
敷
授
告
身
」
の
書
式
上
の
諸
特
徴
を
、

ほ
ぼ
完
全
に
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で

に
し
て
き
た
「
制
授
告
身
」
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と
は
い
え
、
制
授
・
穀
授
の
告
身
様
式
を
縫
受
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
の
支
給
針
象
ま
で
も
が
唐
制
と
同
様
に
、

「制
授
告

あ
る
が
、

身
」
は
五
品
以
上
、

「
放
授
告
身
」
は
六
口
間
以
下
常
参
官
と
一
概
に
決
め
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

高
麗
事
元
期
の
文
人
、
雀
湿
の
編
ん
だ
詩
文
集
『
東
人
之
文
四
六
』
に
は
、
高
麗
時
代
の
告
身
史
料
が
そ
の
制
詞

・
穀
詞
の
部
分
の
み
を
移

録
し
た
形
で
比
較
的
多
く
牧
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
見
る
と
、
そ
の
首
尾
に
「
門
下
、
:
:
:
主
者
施
行
」
と
の
様
式
を
具
備
す
る
も
の
、

す
な
わ
ち
「
制
授
告
身
」
の
護
給
針
象
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
宗
室
の
事
例
を
除
け
ば
、
専
ら
中
書
門
下
の
宰
相
(
宰
臣
)
に
の
み
限
定
さ
れ

し
か
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
可
特
授
某
職
」
と
の
様
式
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
園
王
の
直
接
の
護
意
と
い
う
形
式
を
取

っ
て
任
命

て
お
り
、

さ
れ
て
レ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
園
王
に
よ
る
親
任
と
い
う
事
買
を
示
す
具
瞳
的
な
現
れ
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
告
身
に
は
通
常
、
官
職

(

5

)

 

任
命
に
際
し
て
の
園
王
の
親
書
と
で
も
い
う
べ
き
「
数
書
」
が
添
附
さ
れ
る
慣
例
に
も
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。

高
麗
武
臣
執
権
期
の
文
人
、
崖
滋
の
随
筆
で
あ
る
『
補
閑
集
』
巻
下
、

「
漢
制
一
帝
書
有
四
」
僚
の
記
述
に
よ
る
と
、
高
麗
で
は
一
年
の
聞
に

- 4 ー

宰
相
の
任
克
が
ど
れ
だ
け
頻
繁
に
行
わ
れ
よ
う
と
、
宮
中
に
お
け
る
正
式
の
任
命
儀
躍
(
宣
麻
)
は
、

一
年
に
一
度
、

こ
れ
を
纏
め
て
行
う
こ

と
に
な

っ
て
い
る
の
で
、

そ
の
任
命
僻
令
(
腕
制
〉
は
、
首
-
章
と
末
章
と
に
全
員
に
劃
す
る
共
通
(
通
行
)
の
文
言
を
記
し
、
中
聞
の
各
章
に
お

い
て
の
み
、
各
人
の
功
績
・
人
徳
を
個
別
に
論
じ
る
睦
裁
を
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
次
に
、
宣
蹴
の
儀
躍
が
終
わ
る
と
、
こ
の
航
制
を
基

に
各
人
に
護
給
す
る
「
告
身
」
が
作
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
制
詞
の
文
-
一
章
は
全
員
に
共
通
す
る
首
章
・
末
章
に
、
各
人
個
別
の
中
間
章
を
繋
ぎ
合

わ
せ
た
形
で
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
作
成
さ
れ
た
告
身
の
こ
と
を
「
大
官
詰
」
と
い
い
、
大
官
詰
の
編
首
に
は

(

6

)

 

そ
れ
ぞ
れ
宣
腕
を
受
け
る
も
の
全
員
に
共
通
(
通
行
)
の
「
教
室
田
」
が
添
附
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
た
と
い
う
が
、
先
に
も
指
摘
し
た
と

お
り
、
官
職
の
任
命
に
際
し
て
そ
の
告
身
に
「
教
室
田
」
が
添
附
さ
れ
る
の
は
、
園
王
に
よ
っ
て
「
特
授
」
さ
れ
る
親
任
の
官
職
に
の
み
限
定
さ

「
門
下
、
:
:
:
可
特
授
某
職
、
:
:
:
主
者
施
行
」
と
の
様
式
を
具
備

れ
て
い
る
か
ら
、
結
局
、

『
補
閑
集
』
に
い
わ
ゆ
る
「
大
官
詰
」
と
は
、

す
る
「
制
授
告
身
」
に
他
な
ら
な
レ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、

」
の
『
補
閑
集
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
宗
室
は
大
官
詰
で
あ

っ
て
も
宣
腕
の
儀
躍
に
は
興
ち
ず
、
極
密
・
僕
射
・
向
書
・
上
将
軍
な
ど
の
正
三
口
間
以
上
の
官
職
も
小
官
詰
(
後
述
)
で
あ
る
か
ら
宜
航
の
儀



躍
に
は
興
ら
な
い
。
た
だ
し
極
密
使
の
み
は
近
年
(
武
臣
執
権
期
〉
に
な
っ
て
初
め
て
大
官
詰
の
封
象
と
な
り
、
宣
蹴
の
儀
植
に
興
る
よ
う
に

(
7
)
 

な
っ
た
と
レ
う
か
ら
、
結
局
、

「
制
授
告
身
」

高
麗
前
期
に
は
専
ら
中
書

(
大
宮
詰
〉
の
瑳
給
封
象
と
な
る
の
は

宗
室

・
僧
官
を
除
け
ば

門
下
の
宰
相
(
宰
臣
)
に
の
み
限
定
さ
れ
て
い
た
と
レ
う
事
買
を
指
-
摘
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
「
大
官
詰
」
に
添
附
さ
れ
る
数
書
(
詔
書
)
の
書
式
は
、
高
麗
前
期
で
は
一
般
に
「
数
某
O
i
-
-
-
故
此
詔
示
、
想
宜
知
悉
」
と

い
う
首
尾
の
様
式
を
具
備
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
唐
宋
時
代
の
敷
書
〈
詔
書
〉
が
一
般
に
「
敷
某
、

想
宜
知
悉
」
と
い
う
様

式
を
具
備
し
て
い
る
黙
に
倣
っ
て
、

-・・・・
・
故
此
詔
示
、

(

8

)

 

そ
の
上
で
「
敷
」
字
を
「
数
」
字
に
改
獲
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
高
麗
で
は
成
宗
五
年

(
九
九
六
〉
に

上
園
宋
朝
の
制
度
を
避
け
て
「
詔
」
字
を
「
数
」
字
に
改
め
た
と
い
う
が
、

(
9
)
 

お
レ
て
も
極
普
通
に
行
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
詔
」
字
は
い
つ
の
間
に
か
復
活
し
て
、

王
命
文
書
に

そ
の
賞
、

「
教
」
字
に
改
挺
さ
れ
た
の
は
か
え

っ
て
「
救
」
字
の
方
で
あ
っ
て
、

だ
か
ら
こ

そ

「
敬
書
」
の
こ
と
は
、

し
ば
し
ば
「
詔
書
」
と
も
通
稽
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

- 5 ー

決
に
、

「
敷
、
:
;
:
主
者
施
行
」
と
の
様
式
を
具
備
す
る
「
敷
授
告
身
」
の
支
給
封
象
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
前
述
の
と
お
り
、
高
麗
園

初
の
「
金
停
告
身
」
に
は
確
か
に
「
穀
、
:
:
:
主
者
施
行
」
と
の
首
尾
の
様
式
が
認
め
ら
れ
る
が
、

『
東
人
之
文
四
六
』
所
牧
の
告
身
史
料
に

は
か
え
っ
て
こ
の
様
式
を
具
備
す
る
も
の
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
先
程
も
述
べ
た
と
お
り
、
高
麗
で
は
「
敷
」
字
、
か
「
数
」
字

に
改
慶
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
従

っ
て

「
数
、
:
・
主
者
施
行
」
と
の
様
式
を
具
備
す
る
も
の
が
、
高
麗
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
救
授

告
身
」
の
史
料
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
レ
う
こ
と
に
な
る
。

『
東
人
之
文
四
六
』
所
牧
の
告
身
史
料
の
う
ち
、
こ
の
様
式
を
具
備
す
る
「
穀
授
告
身
」
の
事
例
は
「
安
彦
植
可
工
部
向
書
」

(
m
)
 

妃
租
母
金
氏
追
封
和
義
郡
夫
人
」
の
二
例
だ
け
で
あ
る
が
、
前
引
の
『
補
閑
集
』
巻
下
、

「
延
輿
宮
大

「
漢
制
一帝一
書
有
四
」
僚
の
記
述
に
よ
る
と
、
極
密

僕
射
・
尚
書
・
上
将
軍
な
ど
の
正
三
品
以
上
の
官
職
は
「
小
官
詰
」
の
劃
象
で
あ
る
と
レ
う
か
ら
、

工
部
向
書
(
正
三
口
問
)
に
任
命
さ
れ
た
芦

彦
植
の
告
身
は
、

ま
さ
し
く
「
小
官
詰
」
の
範
暗
に
属
す
る
も
の
と
見
な
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、

「小
官
詰
」
と

233 

い
う
の
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、

「
数
、
:
:
:
主
者
施
行
」
と
の
様
式
を
具
備
す
る
い
わ
ゆ
る
「
穀
授
告
身
」
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、

そ
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の
護
給
劉
象
は
、
高
麗
前
期
に
お
い
て
は
極
密
院
の
宰
相
(
枢
密
)
、
及
び
向
書
省
の
僕
射
・
向
書
、
武
官
上
将
軍
な
ど
の
文
武
正
三
口
間
以
上
の

官
職
に
の
み
限
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
貫
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

」
の
よ
う
に
、
高
麗
で
は
唐
制
「
制
授
告
身
」

「
敷
授
告
身
」
の
制
度
を
、

し
か
し

そ
の
書
式
面
に
お
レ
て
は
確
か
に
縫
受
し
て
い
た
が
、

そ
の
諜
給
劉
象
は
高
麗
で
は
随
分
と
歴
縮
さ
れ
、
制
授
告
身
(
大
官
話
)
に
つ
い
て
は
中
書
門
下
の
宰
相
職
、

敷
授
告
身
(
小
官
詰
)
に
つ
い
て

は
文
武
正
三
品
以
上
の
最
上
級
の
官
職
に
射
し
て
の
み
、
極
め
て
限
ら
れ
た
範
圏
内
で
こ
れ
を
行
用
す
る
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
。

「
判
刷

授

「
敷
授
」
の
告
身
を
賜
わ
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
最
上
級
の
官
人
に
射
し
て
の
み
、

そ
れ
も
特
別
の
場
合
に
限
っ
て
興
え
ら
れ
る
、

極
め
て
例
外
的
な
祭
典
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
中
書
門
下
制
牒
」
と
「
向
書
吏
部
教
牒
」

前
節
に
検
討
し
た
と
お
り
、
制
授
・
救
授
の
「
告
身
」
の
制
度
は
、
高
麗
で
は
最
上
級
の
官
人
に
劃
し
て
の
み
興
え
ら
れ
る

一
種
特
別
の
柴

- 6 ー

典
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
は
こ
の
祭
典
の
封
象
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
他
の
一
般
の
官
人
た
ち
は
、

官
職
任
売
の
僻
令
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
極
め
て
重
要
な
手
掛
か
り
を
興
え
て
く
れ
る
の
は
、

一
鐙
ど
の
よ
う
な
形
で

や
は
り
崖
濫
編
『
東
人
之
文
四
六
』
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
次
の
三
つ
の
史
料
で
あ
る
。

昨
ご
ろ
中
書
門
下
制
牒
一
道
を
奉
ず
る
に
、
伏
し
て
聖
慈
を
蒙
る
に
、
臣
を
右
拾
遺
・
知
制
詰
に
除
授
す
、

(

日

)

た
だ
非
躍
を
恕
ず
る
の
み
(
謝
右
拾
遺
知
制
詰
表
、
朴
浩
)
。

と
あ
り
c

高
華
の
濯
、
遠
か

に
不
才
に
及
び
、
阻
萩
の
姿
、

昨
ご
ろ
尚
書
吏
部
教
牒
を
奉
ず
る
に
、
伏
し
て
聖
慈
を
蒙
る
に
、
臣
を
擢
知
閤
門
抵
候
に
差
し
、
前
の
本
職
に
依
ら
し
む
、
と
あ
り
。
震

か
り

極
推
仁
、
特
に
叢
品
に
加
わ
り
、
天
闇
典
謁
、
権
に
華
資
に
開
ぶ
。
傭
端
し
て
涯
を
逸
ゆ
る
も
、
た
だ
無
朕
を
増
す
の
み
(
謝
権
知
閤
門
紙

(
ロ
)

候
表
、
朴
浩
〉

0

昨
ご
ろ
向
書
吏
部
数
牒
を
奉
ず
る
に
、
伏
し
て
聖
慈
を
蒙
る
に
、
臣
を
直
翰
林
院
に
差
し
、
本
職
を
行
わ
し
む
、

と
あ
り
。
金
殿
溢
恩
、



重吉
荏愚

妻宮
本ト 力日

空gr
餐
竣
濫
召

還
ヵ、

英
古
車

接
す

涯
分
を
省
み
て
以
て
方
に
遭
え
ん
と
す
る
も
、
戦
競
を
積
み
て
朕
無
し
(
謝

右
は
朴
浩
と
い
う
人
物
が
奉
っ
た
三
遁
の
「
謝
表
」
|
|
官
職
奔
命
に
際
し
て
園
王
に
奉
っ
た
謝
瞳
の
上
表
文
ー
ー
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の

謝
表
を
遁
し
で
わ
か
る
こ
と
は
、
朴
浩
が
官
職
任
命
の
逼
知
を
受
け
た
の
が
、
「
右
拾
遺
・
知
制
詰
」
に
つ
い
て
は
「
中
書
門
下
制
牒
」
に
よ

「
直
翰
林
院
」
に
つ
い
て
は
「
尚
書
吏
部
数
牒
」
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
と
い
う
事
買
で
あ
る
。

って、

「
権
知
閤
門
紙
侯
」

そ
も
そ
も
「
告
身
」
と
い
う
も
の
は
、
向
書
吏
兵
部
の
作
成
す
る
「
符
」
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
官
職
任
命
の
事
賓
が
「
牒
」
に
よ
っ
て
通
知
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

書
様
式
を
具
え
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
「
制
」
を
奉
じ
、

こ
れ
ら
は
唐
制
本
来
の
意
味
に
お
け
る
「
告
身
」
と
は
、
全
く
別
種
の
文

「
牒
」
と
は
各
級
官
醸
の
行
移
文
書
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
中
書
門
下
が
園
王

「
向
童
一
回
吏
部
教
牒
」

7 ー

ま
た
向
書
吏
部
が
園
王
の
「
敬
」
を
奉
じ
て
護
給
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
「
中
書
門
下
制
牒
」

と
稿
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
数
牒
」
の
書
式
で
あ
る
が
、
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
幸
い
な
こ
と
に
、
中
村
裕
一
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か

(

M

)

 

に
さ
れ
た
中
園
唐
制
の
「
敷
牒
」
の
様
式
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

問
題
は
こ
の
種
の
「
制
牒
」

中
書
門
下
、
牒
某
。

牒
。
奉

敷
、
云
々
。
牒
至
准

敷
。
故
牒
。

年
月
日

牒

235 

宰
相
具
官
姓
名

右
の
「
殺
牒
」
の
様
式
は
、
皇
帝
の
「
敷
」
を
奉
じ
て
宰
相
府
(
中
書
門
下
〉
が
護
給
す
る
文
書
の
様
式
で
あ
る
か
ら
、

い
わ
ゆ
る
「
中
書
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門
下
制
牒
」
の
書
式
を
考
え
る
上
で
は
、
こ
の
「
穀
牒
」
の
様
式
を
ま
ず
参
照
す
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
し
か
も
幸
い
な
こ
と

(

日

)

に
は
、
こ
の
種
の
様
式
を
ほ
ぼ
完
全
に
具
備
す
る
史
料
が
、
高
麗
時
代
の
科
奉
合
格
謹
書
(
紅
牌
〉
と
し
て
現
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

史
料

張
良
守
紅
牌

〔
前
閥
〕

数
可
丙
科

及
第
。
牒
至
、
准

数
。
故
牒
。

泰
和
五
年
乙
丑
四
月

日
牒
。

金
紫
光
蔽
大
夫
参
知
政
事
太
子
少
得
王

- 8ー

門
下
侍
郎
卒
章
事
費
文
閣
太
翠
土
同
修
園
史
柱
園
剣
戸
部
事
任

門
下
侍
郎
問
中
書
門
下
卒
章
一
事
吏
部
向
書
上
柱
園
上
将
軍
剣
兵
部
御
史
蓋
事
崖

門
下
侍
郎
問
中
書
門
下
卒
章
事
上
桂
園
上
将
軍
監
修
園
史
剣
櫨
部
事
奇

門
下
侍
郎
問
中
書
門
下
卒
章
事
修
文
殴
太
宰
士
監
修
園
史
上
柱
園
剣
吏
部
事
桂

右
の
史
料
は
冒
頭
の
部
分
が
依
損
し
て
お
り
、

そ
の
完
全
な
様
式
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
末
尾
の
部
分
は
唐
制
「
敷

牒
」
の
様
式
と
同
一
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
唐
制
「
敷
牒
」
の
様
式
を
縫
受
し
た
も
の
|
|
た
だ
し
「
救
」
字
は
「
数
」
字
に
置
き
換
え
ら
れ

て
い
る
ー
ー
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
問
題
の
「
中
書
門
下
制
牒
」
の
場
合
、
こ
の
「
数
」
字
の
部
分
は
、
更
に
「
制
」
字
に
置
き

換
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が

い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
基
本
的
な
文
書
様
式
は
、
概
ね
唐
制
「
救
牒
」
の
様
式
と
同
様
で
あ
っ
た
と

考
え
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
、
朴
浩
が
任
命
さ
れ
た
「
右
拾
遺
・
知
制
詰
」
と
い
う
の
は
正
六
口
問
の
常
参
官
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
人
事
案
は
向
書
吏
部
の
作
成



し
た
人
事
資
料
に
基
づ
い
て
中
書
門
下
の
宰
相
た
ち
が
擬
定
し
、
園
王
の
裁
可
〈
制
)
を
得
た
人
事
案
は
、

由
す
る
「
告
身
」
の
様
式
を
取
る
こ
と
な
く
、
中
書
門
下
よ
り
直
ち
に
「
制
牒
」
の
様
式
を
以
て
護
令
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
解
掴
押
す
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
正
式
の
「
告
身
」
は
、
本
来
な
ら
後
日
改
め
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
既
に
「
中
書
門
下

正
規
の
「
告
身
」
袈
給
は
そ
の
ま
ま
省
略
し
て
し
ま
う
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
に
遣
い
あ
る
ま

中
書
・
門
下
・
向
書
の
三
省
を
経

制
牒
」
を
以
て
護
令
し
て
い
る
以
上
、

L、。
同
じ
こ
と
は
「
向
書
吏
部
教
牒
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
中
村
裕
一
氏
は
い
わ
ゆ
る
「
敷
牒
」
の
異
型
と
し
て
、
中
書
門
下
の
敷
牒
が
一
白
一

向
書
省
に
差
し
下
さ
れ
、
山
間
書
省
か
ら
改
め
て
敷
牒
が
護
給
さ
れ
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
一
例
と
し
て
不
空
三
臓
の
『
表
制

「
降
誕
日
請
度
七
借
岡
部
敷
牒
一
首
」
と
い
う
史
料
を
奉
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
「
尚
書
吏
部
教
牒
」
の
書
式

集
』
巻
一
所
牧
、

を
考
え

る
上
で

「は:
向恰
書好
調の
部史
敷(料
牒16と

う

と
ヵ:
で
き
ょ
う

- 9ー

史
料

右
。
輿
善
寺
三
蔵
沙
門
不
空
奏
、

ω中
書
門
下
牒
洞
部
。

牒
。
奉
敷
。
宜
依
。
牒
至
、
准

康
徳
二
年
十
月
十
九
日

〔
前
略
〕

敷
。
故
牒
。

中
書
侍
郎
卒
章
一
事

杜
鴻
漸

中
書
侍
郎
卒
一
章
事

元
載

237 

黄
門
侍
郎
卒
-
章
事

検
校
侍
中

使

王

使

李
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検
校
右
僕
射
卒
章
事

使

大
尉
兼
中
書
令

使

ω向
量
百
桐
部

牒
三
蔵
不
空
。

牒
。
奉
中
書
門
下

穀
牒
、
如
右
。
牒
至
、
准

庚
徳
二
年
十
月
十
九
日

敷
。
故
牒
。

令
史
牒

〔
洞
部
郎
中
某
〕

主
事

ま
ず
例
七
人
の
僧
侶
に
劃
す
る
僧
官
職
の
任
命
を
求
め
る
不
空
の
上
奏
文
の
要
旨
が
引
用
さ
れ
、

ω次

に
中
書
門
下
が
「
敷
」
を
奉
じ
て
向
書
省
に
そ
の
執
行
を
命
じ
、
川
W
携
や
田
部
局
で
あ
る
向
書
洞
部
が
こ
の
「
中
書
門
下
敷
牒
」
を
奉
じ
て
こ
れ

を
施
行
に
移
す
、
と
い
う一

連
の
手
績
き
が
踏
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
の
書
式
を
具
備
す
る
高
麗
時
代
の
史
料
は
残
念
な
が
ら
未
設
見
で

あ
る
が
、
少
た
く
と
も
高
麗
が
唐
制
「
敷
牒
」
の
様
式
を
糧
受
し
て
い
る
こ
と
は
確
認
済
み
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
一
異
型
と
し
て
の
「
向
書
洞

右
の
「
洞
部
敷
牒
」
に
お
い
て
は
、

- 10ー

部
敷
牒
」
の
様
式
に
つ
い
て
も
、
高
麗
時
代
に
こ
れ
を
行
用
し
て
い
た
可
能
性
|
|
た
だ
し
、

「
敷
」
字
は
「
数
」
字
に
置
き
換
え
ら
れ
る

|
|，
は
、
充
分
に
認
め
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
直
翰
林
院
」
と
い
う
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
六
品
以
下
の
未
常
参
官
(
参
外
官
)
で
あ

こ
の
場
合
、
朴
浩
が
任
命
さ
れ
た
「
楼
知
閤
門
抵
候
」

る
か
ら
、
そ
の
官
職
任
命
に
際
し
て
は
、
的
ま
ず
向
書
吏
部
が
そ
れ
ぞ
れ
の
人
事
案
を
擬
定
し
た
後
、

し
、
川
開
決
に
園
王
の
裁
可
(
敬
)
を
得
た
人
事
案
は
、
再
び
中
書
門
下
を
鰹
て
向
書
吏
部
へ
と
差
し
下
さ
れ
、
付
最
後
に
向
書
吏
部
よ
り
「
向

書
吏
部
数
牒
」
を
作
成
し
て
営
設
の
受
命
者
に
護
給
す
る
、
と
い
う
一
連
の
手
績
き
を
踏
む
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
園

一
旦
中
書
門
下
を
経
て
園
王
へ
と
上
奏

王
の
裁
可
を
得
た
人
事
案
は
、
本
来
門
下
省
の
審
議
を
鰹
た
後
、
向
書
省
の
作
成
す
る
「
符
」
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
が
、
献
に
中
書
門
下
の
審
議
を
経
て
「
向
書
吏
部
数
牒
」
と
し
て
護
給
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
を
以
て
正
式
の
「
告
身
」
護
給

に
代
替
す
る
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
に
相
違
あ
る
ま
い
。
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参外宮の人事擬定

制授告身/教授告身(符)

銅版業 (牒)

牛コ

E争

E争

(承宣房)

数牒(牒〉E争

以
上
の
議
論
に
つ
い
て
は
、

『
高
麗
史
』
宋
有
仁
停
、
及
び

『
高
麗
墓
誌
銘
集

成
』
四
、
柳
邦
憲
墓
誌
銘
に
お
い
て
も
そ
の
傍
誼
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま

明
宗
八
年

(
二
七
八
)
嘗
時
、
参
知
政
事
と

ず
宋
有
仁
俸
の
記
述
に
よ
る
と
、

し
て
中
書
門
下
の
政
事
に
参
興
し
て
い
た
宋
有
仁
は
、
尚
書
吏
部
の
擬
定
し
た
大

撃
博
士
庫
賓
瑛
を
蔚
州
防
禦
副
使
に
任
命
す
る
と
い
う
人
事
案
に
封
し
、
こ
れ
に

ハ
ロ
)

反
射
し
て
告
身
へ
の
署
名
を
桓
否
し
た
と
い
う
が
、
大
事
博
士
(
従
七
品
、
糠
二
十

王命の出納(概念園)，その 1

七
石
)
か
ら
蔚
州
防
禦
副
使
(
糠
四
十
六
石
十
斗
)
へ
の
轄
出
は
、
参
外
官
の
人
事

を
掌
る
向
書
吏
部
の
管
轄
で
あ
る
か
ら
、

」
の
人
事
案
に
参
知
政
事
の
宋
有
仁
が

ど
う
し
て
も
上
記
の
「
向
書
吏
部
教

開
興
し
た
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、

-11ー

牒
」
の
護
令
手
緩
き
を
想
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
文
宗
五
年
(
一

O
五
一
)
撰
述
の
柳
邦
憲
墓
誌
銘
に
よ
る
と
、

柳
邦
憲
は

光
宗
二
十
三
年
(
九
七
二
)
、
年
二
十
九
に
し
て
郷
貢
進
土
と
し
て
理
部
試
(
東
堂
〉

圏一

に
赴
い
て
及
第
し
、
攻
文
博
士
に
「
殺
可
」
せ
ら
れ
、
以
後
、
光
文
校
書
郎
・
光

成
宗
即
位
年
(
九
八
一
〉
に
は
御
事
右

(
国
)

司
員
外
郎
・
賜
緋
・
史
館
修
撰
官
に
「
制
可
」
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
制
可
」

「
敷
可
」
の
文
字
は

文
郎

・
因
子
主
簿
・
四
門
博
士
を
経
て
、

一
見
す
る
と
唐
制
「
制
授
告
身
」

「
敷
授
告
身
」
に
よ
る

攻
文
博
士
以
下
の
官
職
は
参
外
官
で
あ

任
命
形
態
の
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
が
、

り
、
御
事
右
司
員
外
郎
(
後
の
向
書
右
司
員
外
郎
)
は
正
六
品
の
常
参
官
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
ら
は
唐
制
に
お
け
る
制
授
・
穀
授
の
範
固
と
は
明
ら
か
に
食
い
違
っ
て
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い
る
し
、

ま
た
前
節
に
検
討
し
た
高
麗
に
お
け
る
制
授

・
救
授
の
範
圏
と
も
合
致
し
て
レ
な
い
。
む
し
ろ
、

「
救
」
字
が

「
数
」
字
に
置
換
さ

「
向
書
吏
部
教
牒
」
に
よ
る
任
命
形

れ
る
と
い
う
原
則
を
考
慮
す
る
と

こ
の
「
制
可
」

「
救
可
」
の
文
字
は
そ
れ
ぞ
れ
「
中
書
門
下
制
牒
」

そ
う
考
え
て
は
じ
め
て
、
柳
邦
憲
墓
誌
銘
の
事
例
は
前
述
し
た
朴
浩
の
事
例
と
も
矛

態
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

盾
無
く
整
合
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
て
お
く
と
、

主
と
し
て
文
官
職
の
任
克
に
関
わ
る
王
命
の
出
納
過
程
は
、
概
ね
前
頁
園
一
の
よ
う
に
纏

め
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
批
」
と
「
剣
」

前
節
ま
で
の
議
論
は

主
と
し
て
中
書
門
下
、

及
び
向
書
吏
部
の
掌
る
文
官
職
の
任
克
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
と
は
別

- 12ー

に
、
文
武
の
官
職
で
も
中
書
門
下
を
経
由
し
な
い
略
式
の
任
命
形
態
を
取
る
場
合
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
「
批
」

「
剣
」
と
い
う
文
言
を
具
備
す
る

別
種
の
任
菟
鮮
令
が
瑳
給
さ
れ
る
慣
例
に
も
な
っ
て
レ
た
ら
し
い
。

『
高
麗
墓
誌
銘
集
成
』

一
四
五
、
金
純
墓
誌
の
記
述
に
よ
る
と
、
金
純
は
毅
宗
十
四
年
(
一
二
ハ

O
)
三
月
の
「
剣
」
に
よ

っ
て
初
め
て
「
除

正
L 

(
未
入
流
)
の
職
を
授
け
ら
れ
、

校
尉
(
正
九
品
〉
、

散
員
(
正
八
品
)
、

別
賂
(
正
七
品
)
を
経
た
後
、

明
宗
四
年
(
二
七
四
)
十
二
月
の

権
力
の
中
極
に
ま
で
上
り
詰
め
て
、

(

四

)

「
批
」
に
よ
っ
て
「
問
中
書
門
下
卒
章
事
・
剣
戸
部
事
」
を
授
け
ら
れ
る
に
至
っ
て
レ
る
。
こ
こ
に
「
批
」

明
宗
二
十
六
年
(
二
九
六
)
の

「批
」
に
よ

っ
て
「
癒
中
郎
賂
・
領
軍
」
の
職
を
授
け
ら
れ
、

以
後
、

「
剣
」
と
い
う
の
は

そ
れ
ぞ
れ

園
王
の
命
令
を
意
味
す
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
が
、
前
述
の
「
中
書
門
下
制
牒
」

「向
書
吏
部
教
牒
」
な
ど
に
は

そ
の
様
式
上
、

「批」

「
剣
」
の
文
字
が
入
り
込
む
品
跡
地
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
は
中
書
門
下
を
経
由
す
る
上
述
の
王
命
形
態
と
は
別
種
の
も
の
|
|
恐
ら
く
は
極
密

院
を
経
由
し
て
宮
中
よ
り
直
ち
に
施
行
さ
れ
る
略
式
の
王
命
形
態
ー
ー
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
婆
臣
・
宣
聾
と
の
み
議
し
て
、
親
し
く
血

F
F川
w
h
Z署
し
、
そ
の
草
を
封
し
て
、
直
ち
に
政
曹
に
付

王
の
お
よ
そ
人
を
用
う
る
や
、



す
。
名
づ
け
て
「
下
批
」
と
い
う
。
政
曹
、
草
に
擦
り
て
謄
寓
し
、
更
に
奏
議
す
る
な
し
。
こ
れ
に
由
り
て
奔
競
風
を
成
し
、
賄
賂
公
行

〈却〉

し
て
、
賢
否
混
治
す
。

十
四
年
〈
二
八
四
)
十
二
月
甲
申
僚
に
見
え
る
武
臣
政
権
嘗
初
の
詮
選
の
あ
り
方
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
よ

右
は
『
高
麗
史
』
明
宗
世
家
、

る
と
、
本
来
、
中
書
門
下
の
宰
相
た
ち
と
協
議
し
、

そ
の
擬
定
に
従
っ
て
行
う
べ
き
常
参
官
(
参
官
〉
の
任
克
に
つ
い
て
、

園
王
明
宗
は
専
ら

宮
中
の
要
幸
や
宣
官
・
内
竪
た
ち
の
意
見
を
聞
き
、
こ
れ
を
濁
断
で
裁
決
す
る
と
、

そ
の
官
職
任
命
の
草
案
に
封
を
し
て
直
ち
に
吏
兵
部
(
政

曹
〉
に
迭
附
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
官
職
任
命
の
一
覧
(
批
目
)
を
宮
中
か
ら
直
接
吏
兵
部
に
差
し
下

す
こ
と
を
、
こ
の
こ
ろ
「
下
批
」
と
稽
し
た
と
い
う
が

い
わ
ゆ
る
「
下
批
」

の
存
在
は
、
明
宗
朝
以
前
の
史
料
に
も
、
例
え
ば
毅
宗
十
五
年

(
一
一
六
一
)
撰
の
王
停
墓
誌
銘
に
、

是
年
十
二
月
口
九
日
、
下
批
、
震
奉
順
同
徳
守
節
質
化
功
臣
・
開
府
儀
同
三
司
・
検
校
太
師
・
守
太
保
・
粂
向
書
令
・
大
原
公
・
食
邑
三

(
幻
)

千
戸
・
食
賞
封
五
百
戸
。

- 13ー

と
い
う
形
で
見
え
て
い
る
か
ら
、
文
武
の
官
職
で
も
中
書
門
下
を
経
由
し
な
い
略
式
の
任
命
形
態
を
取
る
場
合
に
は

こ
の
種
の
「
下
批
」
に

よ
る
護
令
が
、
園
王
の
直
接
命
令
と
い
う
形
で
贋
く
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
剣
」
と
い
う
の
は
園
王
の
間
接
命
令
を
一
意
味
す
る
文
言
で
、

し
て
有
司
に
差
し
下
し
、
そ
の
施
行
を
命
じ
る
場
合
に
、

有
司
(
吏
兵
部
)
の
擬
定
し
た
人
事
案
を
、
園
王
が
そ
の
ま
ま
裁
可

方

の
文
言
が
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

「
剣
」
に
よ
る
官
職
任
命
の
形
態
は
、
本
来
、
中
書
門
下
を
経
由
す
る
正
規
の
護
令
形
態
(
制
救
〉
に
劃
し
て
、
あ
く
ま

で
も
略
式
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
が
、
上
述
の
明
宗
朝
に
お
け
る
「
下
批
」
の
濫
護
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
高

こ
の
「
剣
」

こ
う
し
た
「
批
」

麗
後
期
に
入
る
と
、

い
わ
ゆ
る
「
批
・
剣
」
の
任
命
形
態
を
取
る
よ
う
に
襲
化
し
て
い
っ
て
し
ま
う
。
忠
烈
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一
般
に
文
武
す
べ
て
の
官
職
が
、

王
三
十
四
年
(
二
二
O
八
)
、
李
混
以
下
の
近
臣
た
ち
が
溶
陽
王
(
後
の
忠
宣
王
)
の
定
め
た
官
制
及
び
「
批
・
剣
」
を
面
し
て
元
都
よ
り
蹄
園
し

ハ
m

ω

)

4

6

)

た
と
い
う
事
例
、
及
び
『
韓
園
上
代
古
文
書
資
料
集
成
』
一
一
一
ニ
、
李
子
僑
政
案
に
見
え
る
「
批
・
止
ナ
」
の
事
仔
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
事
例
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で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
「
批
・
剣
」
に
よ
る
官
職
任
命
の
手
緩
き
を
書
式
の
面
か
ら
如
寅
に
寅
誼
し
て
く
れ
る
史
料
と
し
て
、
次
に
洪
武
九
年

(
高
麗
・
辛
綱
二
年
、
二
二
七
六
)
、

及
び
洪
武
十
五
年
(
辛
調
八
年
、
二
二
八
二
)
の
紀
年
を
持
つ
高
麗
最
末
期
の
告
身
史
料
二
通
を
検
討
し
て
み

る
こ
と
に
し
よ
う
。

史
料

(

M

)

 

李
子
惰
告
身
」

「
洪
武
九
年

告
身

司
憲
府
銭
事
安
天
誇
洪
武
九
年
十
月
日
名
帖
、
洪
武

九
年
七
月
十
二
日
、
下
批
、
李
子
倫
魚
奉
順
大
夫

・
剣
書
雲

観
事
、
靭
謝
由
、
出
納
震
等

〔以
〕
、
施
行
。
印
。

H昌准

- 14ー

t韮
矢口

堂
後
官
(
押
)

史
料
四

(

お

)

李
子
倫
告
身
」

「
洪
武
十
五
年

司
上
朝
謝
科
(
斜
〉
准

司
憲
府
録
事
雀
子
雲
洪
武
十
五
年
十
一
月
日
名
帖
、
洪
武

十
五
年
三
月
廿
五
日
、
下
批
、
李
子
傍
篤
通
憲
大
夫
・
剣
典
儀

寺
事
、
朝
謝
由
、
出
納
矯
等
以
、
施
行
。
印
。
唱準

(押〉
(押〉



右
二
通
は
李
退
漠
〈
李
混
)
の
五
代
の
組
、

李
子
僑
と
い
う
人
物
に
射
し
て
護
給
さ
れ
た
告
身
の
寓
し
で
、
雨
者
と
も
ほ
ぼ
同
様
の
書
式
を

「
司
上
朝
謝
斜
准
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
移
録
時
に
附
け
ら
れ
た
史
料
の
標
題
で
あ
る
が
、

具
え
て
い
る
。
各
史
料
の
目
頭
に
「
告
身
」

こ

の

う

ち

「

司

上

朝

謝

斜

准

」

の

「

斜

」

と

い

う

の

は

「

斜

記

」

「

准

」

と

い

う

の

は

原

本

と

封

校

し

て

相

違
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
意
で
あ
る
か
ら
、
「
司
上
朝
謝
斜
准
」
と
い
う
の
は
、
某
司
所
臓
の
朝
謝
牒
原
本
と
劃
校
し
て
相
違
な
い
こ
と
の
認

(
宮
の
褒
給
す
る
讃
明
書
)
の
略
、

詮
を
受
け
た
謄
本
と
い
う
程
の
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、

ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

こ
れ
ら
の
文
書
の
瑳
信
主
轄
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
「
史
料
一
ニ
」
に
見
え
る
「
権

知

「
堂
後
官
」
な
ど
の
官
職
名
か
ら
判
断
し
て
、
密
直
司
(
奮
の
植
密
院
)
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

堂
後
官
と
い
う
の
は
、

中
園
宋
制
で
は
宰
相
府
(
中
書
門
下
)
に
所
属
す
る
膏
吏
職
の
一
つ
で
あ
る
が
、
高
麗
で
は
中
書
門
下
で
は
な
く
橿

(
M
m
)
 

密
院
、
後
の
密
直
司
に
属
し
て
そ
の
文
書
貧
務
を
統
轄
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
も
う
一
つ
の
擢
知
に
つ
い
て
は
、
『
高
麗
史
』
百
官
志

に
は
言
及
が
な
い
が
、
朝
鮮
朝
の
『
太
租
貫
録
』
元
年
(
一
三
九
二
〉
七
月
丁
未
僚
の
記
述
に
よ
る
と
、
密
直
司
の
後
身
で
あ
る
中
植
院
で
は
、

- 15ー

そ
の
菅
吏
頭
(
都
吏
)
に
は
一
巣
様
を
賜
り
、
そ
の
他
に
は
「
擢
知
」
の
職
を
輿
え
る
と
あ
る
か
ら
、

(

幻

)

知
」
の
職
を
帯
び
る
も
の
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、

や
は
り
密
直
司
所
属
の
膏
吏
の
中
に
は
「
権

「
権
知
」
と
い
う
の
は
流
外
の
官
職
で
、

一
定
の
功
績
に
よ
り
官

人
の
身
分
|
|
兵
睦
的
に
は
九
品
以
上
の
文
武
の
位
階
(
散
官
)
|
|
を
獲
得
し
た
者
に
劃
し
て
興
え
ら
れ
る
便
宜
的
な
職
名
の
こ
と
を
い
う
の

で
あ
る
。

次
に
、
原
史
料
で
は
「
擢
知
」
と
「
堂
後
官
」
の
官
衡
を
縦
一
行
に
記
し
て
い
る
が
、
膏
吏
の
兼
職
で
あ
る
「
擢
知
」
と
正
七
品
の
蔽
官
で

あ
る
「
堂
後
官
」
と
で
は
、
も
ち
ろ
ん
堂
後
官
の
方
が
上
位
で
あ
る
か
ら
、
縦
一
行
の
列
衝
に
お
い
て
、
堂
後
官
の
署
名
が
権
知
の
署
名
の
下

に
位
置
す
べ
き
道
理
は
な
い
。
高
麗
前
期
の
場
合
、
文
書
の
列
衝
は
横
並
び
で
上
位
者
が
右
、
下
位
者
が
左
に
位
置
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ

ハ
お
)

た
が
、
高
麗
後
期
に
入
る
と
こ
れ
が
逆
に
な
っ
て
、
上
位
者
が
左
、
下
位
者
が
右
に
位
置
す
る
こ
と
が
一
般
化
す
る
。
従
っ
て
、
原
史
料
が
一

243 

行
書
き
に
し
て
い
る
列
衝
は
、
本
来
は
擢
知
が
右
、
堂
後
官
が
左
と
横
並
び
に
な
っ
て
い
た
も
の
を
、
移
録
の
際
に
「
追
い
込
み
」
形
式
で
書
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き
寓
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
「
権
知
」

「
堂
後
官
」
の
列
衡
の
前
に
「
唱
」

「
准
」
と
あ
る
の
は
、
嘗
該
文
書
の
作
成
を
捲
賞
し
た
膏
吏
二
名
の
署
名
の
部
分
で
あ

る
。
文
書
作
成
を
捻
嘗
し
た
膏
吏
の
う
ち
、

一
人
が
そ
の
文
面
を
讃
み
上
げ
(
唱
)
、
も
う
ひ
と
り
が
そ
れ
を
原
本
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
(
准
)
、

そ
の
う
え
で
「
機
知
」

「
堂
後
官
」
の
署
名
を
求
め
る
と
い
う
の
が
、
文
書
作
成
の
際
の
一
醸
の
手
績
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

布
引
は
本
文
の
検
討
で
あ
る
。
木
文
で
は
ま
ず
、
司
憲
府
録
事
某
の
某
日
づ
け
の
「
帖
」
を
引
用
す
る
。
司
憲
府
の
「
帖
」
は
、
某
日
の
「
下

批
」
に
よ
っ
て
某
人
を
某
職
に
任
命
し
た
こ
と
に
つ
い
て

「
朝
謝
」
|
|
宮
中
に
赴
い
て
奔
命
謝
恩
す
る
こ
と
ー
ー
を
行
え
と
の
由
を
停
え

る
も
の
で
、
こ
れ
は
園
王
の
「
下
批
」
を
受
け
た
密
直
司
が
、
宮
中
で
の
儀
躍
を
糾
察
す
る
司
憲
府
(
奮
の
御
史
牽
)
に
劃
し
て
「
朝
謝
」
の

許
可
を
求
め
た
こ
と
に
劃
す
る
回
答
で
あ
ろ
う
。
こ
の
司
憲
府
の
回
答
を
「
出
納
」
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
司
憲
府
に
移
文
を
出
だ
し
て
そ
の

回
答
を
納
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
密
直
司
は
受
命
者
本
人
に
封
し
、
上
記
の
と
お
り
施
行
せ
よ
、
す
な
わ
ち
朝
謝
を
行
え
と
の
命
令
を
下
す
こ
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と
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

「
魚
等
以
」
の
部
分
は
い
わ
ゆ
る
吏
讃
で
、

「
ー
し
た
る
を
以
て
」
と
い
う
程
の
意
味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
「
下
批
」
の
場
合
で
あ
る
が
、
次
に
「
判
」
の
場
合
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
吏
兵
曹
(
替
の
吏
兵
部
)
が
参
外
官
の
人
事
案
を
擬
定
し
、

密
直
司
を
介
し
て
園
王
の
裁
可
(
剣
〉
を
求
め
、

園
王
の
裁
可
を
得
た
人
事
案
は
、
再
び
密
直
司
を
介
し
て
吏
兵
曹
に
差
し
下
さ
れ
た
後
、

(

却

)

憲
府
に
よ
る
朝
謝
の
許
可
を
待
っ
て
こ
れ
を
施
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
や
、

司

「
下
批
」
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
本
来
な

(ω) 

ら
密
直
司
で
は
な
く
吏
兵
曹
が
そ
の
「
謝
牒
」
の
作
成
を
携
首
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
現
貫
に
は
吏
兵

曹
に
よ
る
「
謝
牒
」
の
作
成
は
ほ
と
ん
ど
全
く
行
わ
れ
ず
、
高
麗
末
期
に
は
「
批
」
「
剣
」
に
よ
る
官
職
の
任
命
が
、
専
ら
密
直
司
を
介
し
て
宮

中
よ
り
直
ち
に
護
令
さ
れ
、
密
直
司
官
員
の
署
名
の
み
に
よ
っ
て
「
謝
牒
」
を
護
給
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
常
態
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。

諌
官
李
崇
仁
等
言
え
ら
く
、
「
近
年
官
鶴
、
員
添
相
雑
う
。
そ
の
謝
牒
は
、
た
だ
営
後
の
署
あ
る
の
み
に
し
て
、
印
信
な
し
。
恐
ら
く
は

(
M
U
)
 

後
日
必
ず
飯
濫
あ
ら
ん
。
乞
う
、
東
班
は
典
理
司
、
西
班
は
軍
簿
司
を
し
て
、
各
々
印
信
署
給
せ
し
め
ん
」
と
。

『
高
麗
史
』
選
暴
志
、
鐘
注
、
凡
選
官
、
辛
調
六
年
(
一
三
八

O
〉
六
月
僚
の
右
の
記
述
か
ら
も
窺
わ
れ
る
と
お
り
、
前
掲

「李
予
備
告
身
」



の
よ
う
に
堂
後
官
の
署
名
の
み
に
よ
っ
て
護
給
さ
れ
る
謝
牒
は

高
麗
末
期
に
は
決
し
て
例
外
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
李
子
僑
告
身
」
の
場
合
に
は
官
印
(
密
直
司
の
官
印
〉
が
押
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
李
崇
仁
等
の
上
言
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
す
ら
押
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
も
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
鑑
み
て
、
李
崇
仁
等
は
典
理
・
軍
簿
司
が
謝
牒
の
護
給
を
掌
る
べ
き
こ
と
を

典
理
・
軍
簿
司
(
吏
兵
曹
)
に
よ
る
謝
牒
の
護
給
が
、

目IJ
掲

強
く
主
張
し
て
い
る
が
、

そ
れ
も
ま
た
裏
返
し
て
言
え
ば
、

い
な
か
っ
た
こ
と
の
明
誼
に
他
な
る
ま
い
。

こ
の
こ
ろ
全
く
行
わ
れ
て

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
異
様
な
事
態
は
、

一
睦
如
何
な
る
理
由
に
よ
っ
て
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
麗
末
期
に

お
け
る
告
身
制
度
の
こ
の
よ
う
な
素
劃
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
そ
の
根
本
的
な
理
由
と
し
て
、
武
臣
政
権
期
に
お
け
る
「
政
房
」
の

成
立
と
、
そ
れ
に
伴
う
詮
選
制
度
の
麗
質
過
程
を
概
観
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

「
政
房
」
の
成
立
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武
臣
政
権
の
成
立
営
初
、
園
王
明
宗
に
よ
る
恋
一
意
的
な
「
下
批
」
の
濫
震
に
よ
っ
て
、

て
い
た
五
品
以
上
、
及
び
六
品
以
下
常
参
官
に
闘
す
る
詮
選
の
擢
限
が
、
次
第
に
侵
害
さ
れ
て
い
く
傾
向
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
も
鰯
れ

本
来
中
書
門
下
の
宰
相
(
宰
臣
)
た
ち
に
委
ね
ら
れ

た
と
お
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
中
書
門
下
に
お
け
る
詮
選
の
権
限
は
、
雀
忠
献
・
雀
恰
父
子
に
よ
る
「
政
房
」
の
成
立
に
よ
っ
て
、

ほ
と
ん
ど
完
全
に
奪
い
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
政
房
に
つ
い
て
は
既
に
敷
多
く
の
研
究
論
文
が
あ
り
、
近
年
で
は
金
昌
賢

(
m
M
)
 

著
『
高
麗
後
期
政
房
研
究
』
の
よ
う
な
優
れ
た
専
著
も
現
れ
て
い
る
が
、
本
節
で
は
こ
れ
を
高
麗
前
期
の
鐘
選
制
度
・
告
身
制
度
と
の
関
連
か

ら
、
前
期
制
度
と
の
劉
比
と
い
う
観
貼
で
論
じ
直
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
も
そ
も
の
始
ま
り
は
、
崖
忠
献
が
吏
兵
部
の
官
職
を
兼
任
し
、
事
責
上
、
文
武
参
外
の
人
事
権
を
濁
占
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
る
。

245 

明
年
(
紳
宗
二
年
、

二
九
九
)
、
兵
部
向
書
を
以
て

吏
部
の
事
を
知
す
。
朝
に
兵
部
に
往
き
、

重
に
吏
部
に
入
り
て
、

文
武
官
を
注
擬
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すち『
高
麗
史
』
雀
忠
献
俸
の
記
述
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
昼
忠
献
は
吏
兵
部
の
南
方
の
詮
選
に
参
興
し
て
い
た
が
、
こ
の
段
階
で
は
中
書
門
下

の
詮
選
に
は
参
興
し
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
か
れ
が
合
法
的
に
開
輿
し
得
る
の
は
、
文
武
官
の
中
で
も
主
と
し
て
参
外
の
人
事
案
に
限
ら
れ
て
い

し
か
し
、
中
書
門
下
の
鐘
選
に
し
て
も
、
そ
の
鐘
選
の
基
礎
資
料
を
作
成
す
る
の
は
吏
兵
部
で
あ
る
か
ら
、

兵
部
の
権
限
を
濁
占
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
崖
忠
献
が
文
武
官
職
の
詮
選
一
般
に
射
し
て
強
い
影
響
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
レ
う

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

」
の
吏

ま
で
も
あ
る
ま
い
。

こ
う
し
た
権
力
の
濁
占
を
背
景
と
し
て
、
屋
忠
献
は
つ
い
に
そ
の
私
第
に
お
レ
て
、
文
武
官
職
の
擬
定
を
行
う
ま
で
に
な
っ
て
し
ま
う
。

五
年
三
二

O
ニ
)、

忠
献
始
め
て
私
第
に
在
り
て
、
内
侍
・
吏
部
員
外
郎
宜
瑠
と
と
も
に
、
文
武
官
を
注
擬
し
て
、
以
て
奏
す
。

(

鎚

)

に
領
く
。
二
部
刑
事
、
政
堂
(
中
書
門
下
)
に
坐
し
て
、
但
だ
検
閲
す
る
の
み
。

王
こ
れ
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右
に
「
二
部
剣
事
」
と
あ
る
の
は
、
剣
吏
部
事
・
剣
兵
部
事
の
こ
と
で
、
通
例
、
首
席
・
次
席
の
宰
臣
が
こ
れ
を
兼
職
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
が
、
こ
の
二
部
判
事
を
は
じ
め
と
し
て
、
本
来
詮
選
に
参
興
す
べ
き
吏
兵
部
の
官
員
た
ち
は
、
雀
忠
献
の
黛
輿
以
外
は
事
実
上
鐙
選
の
事

務
か
ら
は
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
屋
忠
献
一
人
の
能
力
に
よ
っ
て
吏
兵
部
の
膨
大
な
鐙

選
事
務
を
一
括
し
て
慮
理
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

そ
の
分
は
雀
忠
献
の
黛
興
の
文
人
た
ち
が
、

か
れ
の
私
的
な
僚
属
と
し
て
こ
れ
に

奉
仕
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

は
掌
握
し
績
け
て
い
る
。

翌
六
年
(
一
二

O
三
)
に
は
中
書
侍

そ
の
官
衡
か
ら
も
窺
わ
れ
る
と
お
り
、
か
れ
は
宰
相
と
な
っ
て
も
引
き
績
い
て
吏
兵
部
の
権
限

か
く
し
て
を
忠
献
は
、
中
書
門
下
の
宰
相
と
し
て
五
品
以
上
、
及
び
六
品
以
下
常
参
官
に
闘
す
る
鐙
選
の
事
務
に
参

こ
の
年
、
雀
忠
献
は
参
知
政
事

・
吏
兵
部
向
書

・
剣
御
史
蓋
事
と
し
て
中
書
門
下
の
宰
相
に
進
出
し
、

郎
・
卒
一
章
事
・
吏
部
尚
書
に
進
め
ら
れ
る
が
、

興
す
る
と
と
も
に
、
吏
兵
部
の
官
員
と
し
て
は
六
品
以
下
参
外
官
の
人
事
を
も
掌
握
す
る
と
い
う
、

ほ
ぼ
完
全
な
権
力
の
濁
占
を
達
成
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

お
よ
そ
園
家
の
す
べ
て
の
官
職
は
、
今
や
崖
忠
献
の
私
第
に
お
い
て
、
そ
の
私
的
な
僚
属
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
擬
定
さ
れ
る
よ
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謝牒(批)

詩将来 (判)

~ 

~ 匡E
王命の出納(概念圃).その 2

(承宣房)

う
に
鑓
化
し
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

崖
忠
献
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
こ
う
し
た
政
治
手
法
は
、
次
は
そ
の
息
子
、
援
恰
に
よ
っ

て
受
け
縫
が
れ
て
い
っ
た
。
崖
恰
は
高
宗
八
年
(
一
二
二
一
)
、
参
知
政
事
・
吏
兵
部
向
書
・

剣
御
史
蓋
事
と
し
て
詮
選
の
擢
限
を
濁
占
し
、

そ
の
擢
力
を
背
景
と
し
て
、

私
第
に
「
政

房
」
を
組
織
す
る
こ
と
に
な
る
。

十
二
年
(
一
二
二
五
)
、
百
官
、
恰
の
第
に
詣
り
、
政
簿
を
上
る
。
恰
、
聴
事
に
坐
し
て

こ
れ
を
受
く
。
六
品
以
下
の
官
、
堂
下
に
再
奔
し
、
地
に
伏
し
て
敢
え
て
仰
視
せ
ず
。

恰
、
こ
れ
よ
り
政
房
を
私
第
に
置
き
、
文
士
を
選
ん
で
こ
れ
に
属
せ
し
め
、
・
:
:
百
官

(

江

川

)

の
詮
注
を
擬
し
、
批
目
を
書
し
て
以
て
進
む
。
王
但
だ
こ
れ
を
下
す
の
み
。

- 19ー

経
恰
が
そ
の
私
第
に
お
い
て
詮
選
を
行
っ
た
際
、
六
品
以
下
の
官
は
「
堂
下
に
再
奔
し
、

地
に
伏
し
て
敢
え
て
仰
視
せ
ず
」
と
レ
う
極
め
て
卑
屈
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

六
品
以
下
参
外
の
人
事
案
が
、

園ニ

そ
も
そ
も
本
来
的
に
吏
兵
部
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
園
王
は

こ
れ
を
形
式
と
し
て
裁
可
(
剣
〉
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
|
|
す
な
わ
ち
雀
恰
こ
そ
が
か

れ
ら
の
任
売
権
を
制
し
て
い
た
か
ら
ー
ー
に
他
な
る
ま
い
。

以
下
常
参
官
に
関
す
る
人
事
案
は
、

一方、

五
品
以
上
、
及
び
六
品

本
来
、

形
式
的
に
は
園
王
の
直
接
の
護
意
(
制
殺
〉
に

よ
っ
て
、
寅
質
的
に
は
中
書
門
下
の
擬
定
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、

中
書
門
下
の
権
限
を
濁
占
し
た
崖
恰
は
こ
れ
を
も
「
政
房
」
に
お
い
て
擬
定
し
、
園
王
は
そ

の
「
批
目
」
を
追
認
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
雀
忠
献
・
雀
恰
父
子
に
よ
る
錠
選
権
の
濁
占
を
通
し
て
、

い
わ
ゆ
る
「
政
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房
」
の
組
織
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
政
房
の
成
立
に
よ
っ
て
奮
来
の
「
告
身
」
の
瑳
令
形
態
は
、

ほ
と
ん
ど
根
本

的
な
ま
で
の
鑓
化
を
被
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

お
よ
そ
政
房
に
お
い
て
擬
定
し
、
園
主
が
こ
れ
を
裁
可
し
た
人
事
案
は
、

正
三
品
以
上
の
最
高
位
の
官
職
に
つ
レ
て
は
、
従
来
ど
お
り
「
制

授
告
身
」

(大
官
詰
)
、

(
小
官
話
〉

中
書
・
門
下
・
向
書
の
三
省
を
経
由
す
る
形
で
設
令
さ
れ
る
こ
と
に

「
教
授
告
身
」

の
様
式
を
取

っ
て、

そ
れ
以
外
の

一
般
の
官
職
に
つ
い
て
は
、
今
や
中
書
門
下
や
吏
兵
部
は
そ
の
詮
選
権
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
告

身
震
給
の
事
務
も
ま
た
こ
れ
に
伴
っ
て
形
骸
化
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
こ
と
は
蛍
然
で
あ
ろ

う。

な
っ

て
い
た
が
、

一
方、

詮
濯
の
権
限
を
濁
占
す
る

「
政
房
」
は
飽
く
ま
で
も
便
宜
的
に
設
け
ら
れ
た
私
的
な
機
関
で
あ
っ
て
、

そ
れ
自
躍
と
し
て
は
本
来
命
令
文
書
を
援
す
る
権
限
を
持
た
な
か

っ
た
か
ら
、
結
局
、
園
王
の
裁
可
し
た
人
事
案
は
、
形
式
上
、
園
王
の
直
接
命
令
(
下
批
)
、

ま
た
は
間
接
命
令
(
剣
)
と
い
う
形
を
取
っ
て
、

枢
密
院
、
後
の
密
直
司
を
経
由
し
て
宮
中
よ
り
直
ち
に
震
令
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
(
前
頁
園
ニ
参
照
)
。

そ
う
し
た
護
令
形

- 20ー

態
の
鑓
化
に
卸
臆
し
て

い
わ
ゆ
る
「
告
身
」
の
制
度
も
ま
た
、
李
子
惰
告
身
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
吏
議
文
の
様
式
へ
と
襲
化
し
て
い
く
こ
と

に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

「
政
房
」
の
組
織
は
、
在
氏
の
私
第
か
ら
宮
中
に
お
け
る
園
王
の
便
般
の
側
へ
と
移
し
置
か
れ
る
こ
と

と
こ

ろ
で
、
雀
氏
政
権
の
崩
壊
後
、

(
お
)

に
な
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
言
い
換
え
れ
ば
、
園
王
自
ら
が
「
政
房
」
の
主
と
な
り
、

正
規
の
官
僚
組
織
と
は
別
に
、
自
ら
私
的
な
僚
腐
を
備

え
て
文
武
百
官
の
鐙
濯
を
濁
占
的
に
管
掌
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
-
意
味
し
て
い
る
。

一
盟
、
園
王
が
文
武
百
官
の
鐙
選
を
猫
占
的
に
管
掌
す
る
と
い
う
の
は
、
高
麗
前
期
に
お
レ
て
も
形
式
的
に
は
そ
の
と
お
り
で
あ

っ
た
が
、

質
質
的
に
は
中
書
門
下
の
宰
相
や
吏
兵
部
の
官
員
た
ち
が
そ
の
人
事
案
を
擬
定
し
、
園
王
は
こ
れ
を
承
認
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
、

そ
こ
に

園
王一

個
人
と
し
て
の
恋
意一が
働
く
絵
地
は
、

明
宗
朝
に
お
け
る
「
下
批
」
の
濫
瑳

必
ず
し
も
多
く
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

は
、
こ
う
し
た
侍
統
を
犯
し
て
園
王
自
身
ー
ー
も
し
く
は
園
王
の
権
威
を
盗
ん
だ
権
臣
・
幸
臣
た
ち
ー
ー
に
よ
る
恋
一
意
的
な
詮
選
へ
の
遁
を
切



り
聞
い
た
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
窓
意
的
な
政
治
気
風
は
、
行
き
着
く
と
こ
ろ
最
高
権
力
者
で
あ
る
崖
忠
献
・
崖
恰
父
子
の
も
と
で
の

権
力
の
集
中
を
粛
し
、

「
政
房
」
と
い
う
獲
則
的
な
詮
選
組
織
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
政
房
の
組
織
が
、
今
や
園
王
直
属
の
|
|
つ
ま
り
は
園
家
の
正
式
の
|
|
鐘
選
組
織
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
ま
で
至
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
こ
の
襲
則
的
な
鐙
選
制
度
が
、
高
麗
後
期
と
い
う
時
代
の
専
制
的
な
瞳
質
に
、
何
よ
り
適
合
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

一
旦
園
家
の
正
式
の
詮
選
組
織
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
政
房
の
制
度
は
、

「
租
宗
の
法
」

~ 

の
復
簡
を
唱
え
る
度
々
の
改
革
に
よ
っ
て
も
、
結
局
は
こ
れ
を
撤
躍
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

例
え
ば
『
高
麗
史
』
選
奉
志
、
詮
注
、
忠
宣
王
二
年
ハ
一
一
一
一
一

O
〉
十
月
篠
の
記
述
に
よ
る
と
、

」
の
と
き
園
王
は
文
武
官
ー
ー
よ
り
正
確

に
言
え
ば
、
文
武
参
外
官
|
|
の
鐙
濯
を
選
部
(
吏
部
〉
と
掘
部
(
兵
部
)
と
に
委
任
し
、
余
議
府
〈
奮
の
中
書
門
下
)
の
首
相
が
剣
選
部
事
、
亜

相
が
剣
摺
部
事
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
詮
濯
を
主
宰
す
る
と
い
う
本
来
の
制
度
を
一
旦
は
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
改
革
以
後
に
も
園
王

- 21ー

の
擢
威
を
盗
ん
だ
一
一
一
の
「
幸
臣
」
た
ち
が
他
官
を
以
て
選
部
・
摺
部
の
職
を
兼
任
し
、
長
ら
く
そ
の
擢
限
を
手
放
す
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め

(
幻
)

に
、
結
局
、
選
部
・
摺
部
の
鐙
選
は
す
べ
て
こ
れ
ら
「
幸
臣
」
た
ち
の
影
響
の
も
と
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
く
し
て
十
年

(

お

〉

後
の
忠
粛
王
七
年
(
一
三
二

O
)
に
は
、
再
び
政
房
の
制
度
が
復
活
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

次
い
で
、
忠
穆
王
即
位
年
(
一
三
四
四
)
十
一
月
僚
の
記
述
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
園
王
は
典
理
司
(
吏
部
)
、

そ
れ
ぞ
れ
「
五
品
以
下
」
の
官
職
を
擬
定
さ
せ
、

す
る
」
と
い
う
の
は
、
任
官
候
補
者
(
室
〉
の
リ
ス
ト
を
奉
る
際
に
、

軍
簿
司
(
兵
部
〉
に
命
じ
て
、

(

鈎

)

(
黙
撃
一
申
閲
〉
せ
よ
と
の
命
令
を
設
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
望
に
鮎

「
望
に
貼
し
て
申
聞
」

あ
ら
か
じ
め
採
用
す
べ
き
も
の
の
名
前
の
上
に
貼
を
打
っ
て
お
い
て
、

(
川
叫
)

こ
の
黙
に
従
っ
て
園
王
が
裁
可
(
剣
)
を
行
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、

「
五
品
以
下
」
の
官
職
と
い
う
の
は
「
卿

大
夫
士
」
の
中
の
「
士
」
に
相
嘗
す
る
階
層
l
|
高
麗
前
期
の
官
階
構
造
で
い
え
ば
「
六
品
以
下
」
に
相
歯
す
る
階
層
ー
ー
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
は
六
品
以
下
参
外
官
の
人
事
を
、
寅
質
的
に
吏
兵
部
が
決
定
し
て
い
た
制
度
の
復
活
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
準
備
工
作
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を
経
て
、
同
年
十
二
月
に
は
正
式
に
政
房
の
制
度
が
撤
慶
さ
れ

文
武
官
(
文
武
彦
外
官
〉
の
鎧
選
は
そ
れ
ぞ
れ
典
理
・
軍
簿
司
に
掃
属
す
る
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(

4

)

 

こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
改
革
も
ま
た
長
績
き
は
せ
ず
、
ま
も
な
く
政
房
の
制
度
は
復
活
を
途
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

恭
感
王
元
年
(
一
三
五
二
)
二
月
、
園
政
の
刷
新
に
意
欲
を
燃
や
す
恭
感
王
の
即
位
初
政
に
も
一
時
政
房
が
撤
蝉
脱
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
カ

(

必

)

み

己

と

η
り

こ
の
改
革
も
ま
た
長
績
き
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
同
王
五
年
(
一
三
五
六
)
六
月
、
園
王
は
次
の
よ
う
な
数
十
を
護
し
、
改
め
て

政
房
を
撤
廃
す
べ
し
と
の
決
意
を
表
明
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

政
房
は
権
臣
よ
り
設
く
。
畳
に
人
を
朝
に
爵
す
る
の
意
な
ら
ん
や
。
今
よ
ろ
し
く
永
え
に
罷
む
べ
し
。
そ
の
三
品
以
下
は
、
宰
相
と
共
に

(
円
切
)

議
し
て
進
退
せ
ん
。
七
品
以
下
は
、
吏
兵
部
擬
議
し
て
奏
聞
せ
よ
。

右
の
教
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
黙
は
、

お
よ
そ
親
任
の
官
職
で
あ
る
「
ニ
品
以
上
」
|
|
こ
こ
で
は
直
接
の
言
及
は
な
い
に
し
て
も

l
ー
は

園
王
が
自
ら
こ
れ
を
選
任
し
、

コ
二
品
以
下
・
六
品
以
上
」
の
官
職
は
園
王
が
宰
相
と
協
議
し
て
、

ま
た
「
七
品
以
下
」
の
官
職
は
園
王
が
吏

兵
部
の
擬
定
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
選
任
す
る
旨
を
明
言
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
古
同
麗
忠
宣
朝
以
降
、
高
麗
の
官
階
構

- 22ー

造
は
、
高
麗
前
期
の
コ
二
品
以
上
」

(卿〉、

「
五
品
以
上
」

(
大
夫
)
、

「
七
品
以
上
」

(上土〉、

「
九
品
以
上
」

(
下
士
)

の
盟
系
が

ー「

品
以
上
」

(卿〉、

(
下
士
)

(
大
夫
)
、

「
四
品
以
上
」

(上土)、

「
六
品
以
上
」

「
九
品
以
上
」

の
瞳
系
へ
と
再
編
さ
れ
て
い
く
の
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
品
秩
に
つ
い
て
は
前
期
と
後
期
と
で
数
値
の
積
み
替
え
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
上
記
の
恭
思
王
の
構
想
は
、
本
来
高
麗

前
期
に
お
い
て
、
「
三
品
以
上
」
の
官
職
を
形
式
上
、
園
王
が
自
ら
の
護
一
意
に
よ
っ
て
制
・
敷
授
し
、
五
口
間
以
上
、
及
び
六
口
間
以
下
常
参
官

は
、
宰
相
の
擬
定
に
基
づ
い
て
「
中
書
門
下
制
牒
」
に
よ
っ
て
除
授
し
、
六
口
間
以
下
参
外
官
は
向
書
吏
部
の
擬
定
に
基
づ
レ
て
「
向
室
田
一史
部
数

牒
」
に
よ
っ
て
除
授
し
た
制
度
へ
の
復
蹄
を
謡
っ
た
も
の
に
他
な
る
ま
い
。

(

付

)

こ
う
し
た
恭
思
王
の
教
を
受
け
て
、
同
年
十
二
月
に
は
文
武
官
(
参
外
官
)
の
詮
選
が
再
び
吏
兵
部
に
蹄
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の

改
革
も
ま
た
長
績
き
は
せ
ず
、
政
房
は
い
つ
し
か
「
街
子
房
」
と
そ
の
名
を
第
え
て
復
活
を
途
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

辛
楠
元
年
(
一
三
七
五
)
十
月
、

司
態
府
は
「
街
子
房
」
を
躍
し
て
文
武
官
の
詮
選
を
吏
兵
部
に
分
隷
さ
せ
ん
こ
と
を
請
い
、

(

必

)

の
裁
可
を
得
た
が
、
こ
の
改
革
案
も
ま
た
結
局
は
施
行
に
移
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
旦
は
園
王



こ
の
よ
う
に
、

「
政
房
」
の
組
織
は
度
々
の
改
革
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
た
び
ご
と
に
力
強
く
復
活
を
遂
げ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
先
に
も
遮

べ
た
と
お
り
、
政
房
の
制
度
が
高
麗
後
期
と
い
う
時
代
の
専
制
的
な
瞳
質
に
極
め
て
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
政
房
の

制
度
が
園
王
自
身
ー
ー
も
し
く
は
闘
王
の
権
威
を
盗
ん
だ
擢
臣
・
幸
臣
た
ち
ー
ー
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
都
合
の
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
そ

の
制
度
が
恭
感
王
の
即
位
初
政
に
一
時
撤
廃
さ
れ
た
際
に
、
そ
の
復
活
を
強
く
要
求
し
た
権
臣
趨
日
新
の
衣
の
護
言
内
容
か
ら
も
容
易
に
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
臣
に
帰
せ
り
。
今
、
典
理
・
軍
簿
を
し
て
詮
選
を
掌
ら
し

(

必

)

め
ん
と
す
。
恐
ら
く
は
有
司
、
文
法
に
拘
り
て
阻
滞
多
か
ら
ん
。
請
う
、
政
房
を
復
し
て
中
よ
り
除
授
せ
ん
。

右
の
越
日
新
の
護
言
か
ら
も
窺
わ
れ
る
と
お
り
、
典
理
・
軍
簿
司
(
吏
兵
部
〉
に
お
け
る
文
武
官
(
参
外
官
〉
の
詮
選
は
、

元
朝
の
樺
倖
、

そ
の
族
を
官
せ
ん
と
欲
す
る
者
、
す
で
に
殿
下
に
請
い
、

人
事
行
政
上
の
諸

々
の
規
則
、
す
な
わ
ち
「
文
法
」
に
と
ら
わ
れ
て
融
通
の
利
か
な
い
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
宮
中
に
園
王
直
属
の
詮
選
機
闘
で
あ
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る
政
房
を
設
置
し
、
園
王
の
選
任
を
受
け
た
極
一
握
り
の
権
臣
・
幸
臣
た
ち
が
、
外
廷
に
お
け
る
宰
相
及
び
吏
兵
部
の
製
肘
を
受
け
る
こ
と
な

く
、
文
武
官
職
を
「
中
よ
り
」
自
由
に
除
授
す
る
こ
と
の
方
が
、
権
力
の
集
中
を
聞
る
園
王
、
及
び
権
臣
・
幸
臣
た
ち
に
と
っ
て
は
、
遥
か
に

都
合
の
よ
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
う
し
た
専
制
的
な
政
治
気
質
が
改
ま
ら
な
い
限
り
、
政
房
の
組
織
は
決
し
て
撤
蔵
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
が
握

氏
政
権
の
私
設
の
機
関
と
し
て
始
ま
っ
た
政
房
の
制
度
は
、
高
麗
後
期
の
政
治
権
力
が
、
内
外
の
困
難
に
直
面
し
て
そ
の
専
制
的
な
側
面
を
盆

々
強
め
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
時
代
の
必
然
的
な
産
物
と
し
て

つ
い
に
朝
鮮
・
太
宗
五
年
〈
一
四
O
五
〉
に
至
る
ま
で

こ
れ
を
完
全

に
撤
慶
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り
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高
麗
事
元
期
以
降
、
中
書
・
門
下
・
向
書
の
い
わ
ゆ
る
三
省
の
制
度
が
撤
慶
さ
れ
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
制
授
・
敷
授
の
告
身
制
度
は
そ
の
ま
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ま
の
形
で
は
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

」
れ
に
替
わ
っ
て
園
王
の
親
任
に
よ
る
一
部
の
官
職
は

有
司
の
護
給
す
る

「
職
牒
」

(
謝
牒
)
と
は
別
に
、

園
王
の
親
書
と
で
も
い
う
べ
き
「
官
数
」
に
よ
っ
て
こ
れ
を
任
命
す
る
制
度
が
新
た
に
形
成
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。

「
官
数
」
と
い
う
の
は
園
王
の
御
璽
の
み
を
押
し
て
護
給
さ
れ
、
宰
相
以
下
、
有
司
の
副
署
を
必
要
と
し
な
い
、

い
わ
ば
園

王
の
直
接
命
令
に
よ
る
僻
令
書
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
か
つ
て
制
授
告
身
(
大
官
話
)
の
編
首
に
添
附
さ
れ
て
い
た
「
教
書
」
が
、

そ
れ
自
瞳
、

略
式
化
さ
れ
た
形
で
皐
濁
で
護
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
で
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

五
品
以
上
の
「
卿
大
夫
」
階
層
の
官
職
は
、
皇
一
帝
一
の
直
接
命
令
で
あ
る
「
宣
授
」
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
そ
の
僻
令
書

(
宣
命
〉
に
は
御
璽
の
み
が
押
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
六
品
以
下
、
九
品
以
上
の
「
士
」
階
層
の
官
職
は
、
中
書
省
の
宰
相
が
擬
定

(

U

)

 

そ
の
静
令
書
(
救
牒
)
に
は
宰
相
が
署
押
し
て
こ
れ
を
護
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
高
麗
に
お
け

元
制
、

一
品
以
下
、

す
る
「
敷
授
」
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、

る
「
官
数
」
の
制
度
は
、

さ
れ
た
際
、

一
つ
に
は
こ
の
元
制
「
宣
命
」
の
制
度
を
受
容
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
高
麗
に
お
け
る

恭
譲
王
四
年
(
一
三
九
二
)
に
李
芳
遠
(
後
の
朝
鮮
太
宗
)
が
密
直
提
事
(
正
三
品
)
に
任
命

(
品
切
〉

喜
び
を
噛
み
締
め
て
い
た
と
い
う
か

- 24-

そ
の
直
接
の
起
源
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
し

父
親
の
李
成
桂
(
後
の
朝
鮮
太
租
〉
は

そ
の
「
官
数
」
を
何
度
も
讃
み
上
げ
さ
せ
て
は

ら
、
恐
ら
く
事
元
期
以
降
、
園
王
の
親
任
に
よ
る
官
職
に
つ
い
て
は
、
葎
来
の
制
授
・
敷
授
告
身
に
替
わ
っ
て
、

こ
れ
を
「
官
数
」
に
よ
っ
て

任
命
す
る
制
度
が
、
既
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
事
元
期
以
降
の
「
官
数
」
の
制
度
を
受
け
て
、
朝
鮮
王
朝
の
太
租
李
日
一
(
も
と
の
李
成
桂
〉
は
、

元
年
(
一
三
九
二
〉
十
月
笑
酉
に

告
身
式
を
改
め
、

一
品
以
下
・
四
品
以
上
の
官
職
は
「
官
数
」

(
品
目
)

て
、
そ
れ
ぞ
れ
僻
令
書
を
護
給
す
る
制
度
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
全
く
の
新
制
を
打
ち
出
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
恐
ら
く
は
高
麗
最
末

(

印

)

期
の
素
観
し
た
告
身
制
度
を
正
し
て
、
事
元
期
以
降
に
お
け
る
奮
制
へ
の
復
蹄
を
謡
っ
た
も
の
と
し
て
解
律
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

に
よ
っ
て
、

五
品
以
下
・
九
品
以
上
の
官
職
は
門
下
府
の
「
数
牒
」
に
ょ
っ

」
れ
よ
り
先
、
高
麗
最
末
期
に
は
一
部
の
親
任
の
官
職
を
除
い
て
、

一
品
以
下
・
九
品
以
上
の
官
職
は
す
べ
て
有
司
の
護
給
す
る
「
職
牒
」

に
よ
っ
て
任
命
す
る
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
が
、

「
職
牒
」
の
護
給
に
際
し
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
蓋
諌
に
よ
る
承
認
の
署
名
(
署
経
)
を



受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
制
到
し
、

司
に
よ
る
副
署
の
必
要
は
な
く
、
従
っ
て
蓋
諌
に
よ
る
承
認
の
署
名
〈
署
経
)
を
求
め
る
必
要
も
な
い
。

「
官
数
」
と
い
う
の
は
園
王
の
直
接
命
令
文
書
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
は
有

い
わ
ば

四
品
以
上
の
「
卿
大
夫
」

階
層
に
お
け
る
官
職
任
売
を
園
王
が
濁
占
的
に
管
掌
す
る
と
こ
ろ
に
、

「
官
数
」
制
度
確
立
の
根
本
的
な
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。も

っ
と
も
、
園
王
に
よ
る
親
任
の
針
象
と
な
る
の
は
、
朝
鮮
初
期
に
お
い
て
は
、
巌
密
な
意
味
で
は
二
品
以
上
の
「
卿
」
身
分
に
相
賞
す
る

そ
れ
も
直
接
に
は
有
司
(
吏
兵
曹
〉
の
擬
望
に
基
づ
い
て
、
そ
の
候
補
者
の
中
か
ら
選
任

い
わ
ゆ
る
堂
上
官
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
て、

す
る
と
レ
う
形
態
を
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

お
よ
そ
人
を
用
う
る
に
は
、
該
曹
一
任
ご
と
に
用
い
る
べ
き
者
三
人
を
書
し
て
以
て
啓
し
、
御
筆
も
て
ま
さ
に
用
い
る
べ
き
人
の
名
の
上

(

日

)

こ
れ
を
二
日
間
以
上
の
備
任
の
時
に
用
う
。

に
貼
す
。
こ
れ
を
「
受
貼
」
と
謂
い
、
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右
に
い
わ
ゆ
る
「
受
黙
」
の
劃
象
は
、
本
来
コ
一
品
以
上
」
の
堂
上
官
に
の
み
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
以
外
の
三
四
品
の
官
職
に
つ
い

て
は
、
形
式
的
に
は
園
王
に
よ
る
親
任
で
あ
っ
て
も
、
貫
質
的
に
は
有
司
(
吏
兵
曹
〉
が
そ
の
人
事
を
決
定
し
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

(

位

)

な
い
。
有
司
の
擬
定
す
る
三
品
以
下
の
官
職
に
お
い
て
、
園
王
が
直
接
指
名
し
た
人
事
は
特
に
「
特
旨
」
と
断
わ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
が
、

こ
れ
も
裏
返
し
て
言
え
ば
、
三
品
以
下
の
人
事
が
一
般
に
は
吏
兵
曹
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
誼
擦
と
言
え
よ
う
。
逆
に
、

品
以
上
の
場
合
は
本
来
的
に
「
特
旨
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
一
々
「
特
旨
」
と
断
わ
る
必
要
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
「
受
貼
」
の
範
圏
は
、
そ
の
後
も
園
王
権
力
の
確
立
と
と
も
に
次
第
に
横
大
化
し
て
い
く
傾
向
を
示
す
の
で
あ

っ
て
、
例
え
ば
『
世
宗
貫
録
』
十
九
年
(
一
四
三
七
)
八
月
乙
丑
僚
の
記
述
に
よ
る
と
、

堂
上
以
外
に
も
司
憲
府
・
司
諌
院
の
官
員
|
|
い
わ

ゆ
る
蓋
諌
ー
ー
を
任
命
す
る
に
際
し
て
は
、
必
ず
数
人
を
擬
し
て
「
受
貼
」
す
る
こ
と
が
慣
例
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
し
、
さ
ら
に
は
「
書
鐘
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華
文
直
提
事
・
直
館
、
議
政
府
舎
人
・
検
詳
、

鹿
、
中
枢
院
経
歴
・
都
事
、
宗
親
府
典
範
、
箇
月
各
司
の
四
ロ
間
以
上
の
官
、
各
道
の
首
領
官
・
守
令
」
な
ど
に
つ
い
て
も
、
こ
の
と
き
、

蓋
諌

の
輔
徳
以
下
の
官
、
寺
監
の
剣
事
、

六
曹
・
漢
城
府
の
郎
鹿
、

刑
曹
・
都
官
の
知
事
曹
・
郎
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(
臼
)

の
例
に
倣

っ
て
必
ず
数
人
を
擬
し
、
歴
官

・
才
行
を
具
啓
し
て
「
受
瓢
」
す
る
制
度
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う。

こ
う
し
た
一
連
の
改
革
を
通
し
て
、

四
品
以
上
の
「
卿
大
夫
」
相
嘗
の
官
職
は
、
以
後
、
園
王
が
直
接
に
そ
の
指
名
を
行
う
よ
う
に
措
変
化
し

て
い

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
高
麗
後
期
以
来
の

「
政
房
」
の
制
度
を
設
展
的
に
解
消
し
た
、
朝
鮮
時
代
に
お
け
る
専
制
君
主
催
の

一
層

の
瑳
達
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

註
(

1

)

「救
授
」
の
針
象
と
な
る
の
は
、
本
来
、
六
品
以
下
の
位
階
(
散
官
)

を
持
つ
も
の
が
五
口間
以
上
の
官
職
(
職
事
)
に
就
任
す
る
場
合
、
及
び

税
口問
五
口
問
以
上
の
場
合
で
あ
る
が
、
後
に
は
員
外
郎

・
御
史
、
及
び
供

奉
官
な
ど
の
六
品
以
下
常
参
官
も
救
授
の
針
象
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
但
し
、
質
際
に
は
、
五
口
間
以
上
で
あ
っ
て
も
し
ば
し
ば
「
救

授
」
の
針
象
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う。

(
2
)

内
藤
乾
吉
「
唐
の
三
省
」
「
敦
煙
出
土
の
唐
騎
都
尉
秦
元
告
身
」

(
『
中
図
法
制
史
考
設
』
所
枚
、

一
九
六
三
年
、
東
京
、
有
斐
閣
)
。

大
庭
倫

「唐
告
身
の
古
文
書
祭
的
研
究
」

(
『
西
域
文
化
研
究
』
第

三
、
一
九
六

O
年
、
京
都
、
西
域
文
化
研
究
曾
)。

中
村
総
一
『
唐
代
制
救
研
究
』
(
一
九
九
一
年
、
東
京
、
汲
古
書

院)、

等。

(
3
)

緯
相
俊

・
張
東
翼
「
安
東
地
方
に
停
来
す
る
高
鹿
古
文
書
七
例
の
検

討
」
(『慶
北
大
皐
校
論
文
集
』

人
文

・
祉
曾
科
風
午、
一
一
一
一
一
一
、
一
九
八
二

年)。

張
東
箆

「
惑
舗
の
大
楠
師
告
身
に
到
す
る
検
討
|
高
腿
信
政
鐙
糸
の

理
解
を
中
心
に

l
」
(
『
韓
園
史
研
究
』
第
三
四
輯
、

一
九
八

一年、

ソ
ウ
ル
、
韓
園
史
研
究
曾
)
。

同
氏
「
金
縛
の
朋
向
父
詰
に
糾
問
す
る
一
検
討
L

(

『
歴
史
数
育
論
集
』

第
三
輯
、
一
九
八
二
年
一
一
月
、
大
郎
、
鹿
北
大
祭
校
師
範
大
皐
歴
史

激
育
科
)
。

(

4

)

拙
稿
「
高
麗
園
初
の
庚
評
省
と
内
議
省
」
(
『
東
方
皐
報
』
京
都
第
七

二
崩
、
ニ

0
0
0年
三
月
、
京
都
大
撃
人
文
科
察
研
究
所
)
。

(
5
)

拙
稿
「
高
麗
王
言
考
」
(
『
史
林
』
七
七
巻
一
一
説
、

一
九
九
四
年
一

月
、
京
都
、
史
謬
研
究
曾
)
。

(
6
)

『補
閑
集
』
を
下、

漢
制
一帝一
番
有
四
o

・e
-
本
朝

一
年
除
奔
雌
多
、

合
宣
一
腕
、
故
其
制
書
首
末
章
、
皆
総
論
通
行
。
末
輩
以
『
於
戯
』
、

或
以
『
憶
』
{
子
標
其
首
、
唯
中
諸
章
、
紀
諸
公
功
徳
、
故
各
異
。
毎
章

簾
律
、
輿
首
尾
ニ
草
相
協
、
分
編
作
諸
公
告
身
、
各
一
通
。
是
潟
大
官

話
。
唐
詰
、
初
用
紙
、
或
用
絹
。
貞
観
後
、
用
綾
。
数
書
亦
通
行
、
各

附
其
編
首
。

(

7

)

同
右
(
承
前
)
。

宗
室
雄
大
誌
、
不
宣
告
延
曾
、
故
不
預
宣
脱
。
密

制
、
極
密

・
僕
射
・
八
座
〈
貌

・
階

・
唐
、
皆
以
六
向
書

・
雨
僕
射
第

八
座
。
今
以
六
向
書
左
右
散
騎
盛
岡
八
座
)
・
上
勝
、
並
小
宮
請
。
近
橿
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密
使
、
始
預
宣
腕
。
借
官
話
、
親
卿
相
、
大
小
各
有
差
。

(

8

)

『
玉
海
』
巻
二

O
二
、
辞
皐
指
南
二
、
詔
。
教
門
下
(
或
云
教
某

等
〉
、
故
葱
詔
示
(
鼎
党
議
・
誠
一
議
・
撫
識
・
随
題
改
之
)
、
想
宜
知
悉
。

(
9
〉
『
高
麗
史
』
巻
三
、
成
宗
世
家
、
五
年
三
月
候
。
始
以
詔
稽
数
。

(
日
〉
『
東
人
之
文
四
六
』
巻
五
、
制
詰
。
「
予
彦
植
可
工
部
向
書
、
郭
東

殉
」
「
延
輿
宮
大
妃
祖
母
金
氏
追
封
和
義
郡
夫
人
、
関
忠
紹
」
(
「
主

者
施
行
」
と
い
う
末
尾
の
文
言
は
、
い
ず
れ
も
省
略
さ
れ
て
い
る
)
。

(
日
)
『
東
人
之
文
四
六
』
各
二
、
表
、
謝
右
拾
遺
知
制
譜
表
、
朴
浩
。

昨
車
中
中
書
門
下
制
牒
一
道
、
伏
蒙
聖
慈
、
除
授
臣
右
拾
遺
・
知
制
詰

者
。
高
華
之
選
、
逮
及
於
不
才
、
阻
萩
之
姿
、
弟
恕
於
非
援
。

(
ロ
)
同
右
、
各
一
二
、
表
、
謝
権
知
閤
門
砥
候
表
、
朴
浩
。
昨
審
向
書
吏

部
教
牒
、
伏
蒙
聖
慈
、
差
臣
権
知
閤
門
砥
候
、
依
前
本
職
者
。
震
極
推

仁
、
特
加
於
叢
品
、
天
閣
典
謁
、
権
廊
於
華
資
、
僻
捕
逸
涯
、
弟
増
無

吠。

(
日
)
同
右
、
謝
直
翰
林
院
表
、
朴
浩
。
昨
奉
尚
書
吏
部
教
牒
、
伏
蒙
聖

慈
、
差
臣
直
翰
林
院
、
行
本
職
者
。
金
殿
混
恩
、
特
加
於
愚
部
、
塗
披

濫
召
、
逮
接
於
芙
豪
、
省
、
涯
分
以
方
途
、
積
載
競
而
無
紋
。

(
U
〉
中
村
、
前
掲
書
(
第
三
章
第
四
節
、
救
牒
〉
。

(
お
)
『
韓
園
上
代
古
文
書
資
料
集
成
』
一
七
、
張
守
良
紅
牌
。

(
日
〉
『
大
正
新
筒
大
蔵
経
』
史
俸
部
、
代
宗
朝
贈
司
空
大
弊
正
康
智
三
蔵

和
上
表
制
集
、
巻
一
、
降
誕
日
請
度
七
借
両
部
教
牒
一
首
。

(
口
〉
『
高
麗
史
』
各
一
一
一
八
、
叛
逆
二
、
宋
有
仁
停
。
進
参
知
政
事
0

・・

:
・
大
皐
博
士
虚
賓
瑛
、
信
用
蔚
州
防
禦
副
使
。
有
仁
以
祭
、
「
外
官
文
武

交
差
、
有
成
法
。
今
見
任
蔚
州
剣
官
、
亦
文
吏
、
不
宜
又
除
資
瑛
。
」

不
署
告
身
。
時
、
漠
州
副
使
、
管
城
鯨
令
、
皆
文
吏
。
吏
部
叉
以
文
吏

信
周
剣
官
・
尉
。
省
己
署
過
。
賓
瑛
授
例
告
有
仁
。
有
仁
怒
、
然
前
己
誤

署
、
勢
不
得
自
省
中
奏
、
乃
誘
重
房
駁
奏
。
賓
瑛
及
漠
州
剣
官
、
管
城

尉
、
皆
不
得
赴
任
。

*
右
に
「
省
」
と
い
う
の
は
宰
相
府
と
し
て
の
「
中
書
門
下
」
の
こ

と
。
中
書
門
下
の
こ
と
を
『
補
閑
集
』
巻
下
、
漢
制
帯
書
有
四
僚
の
註

で
は
「
中
書
門
下
擁
省
」
と
も
稽
し
て
い
る
。

(
時
〉
『
高
麗
墓
誌
銘
集
成
』
改
訂
版
金
龍
善
編
者
(
一
九
九
七
年
、
春

川
、
翰
林
大
暴
校
出
版
部
)
四
、
柳
邦
憲
墓
誌
銘
。
及
び
、
拙
稿
「
高

麗
玉
言
考
」
(
前
掲
〉
。

(
四
)
『
高
麗
墓
誌
銘
集
成
』
一
四
五
、
金
純
墓
誌
銘
。
及
び
、
韓
相
俊
・

張
東
翼
「
安
東
地
方
に
停
来
す
る
高
麗
古
文
書
七
例
の
検
討
」
(
前

掲〉。

(
加
)
『
高
麗
史
』
巻
二

O
、
明
宗
世
家
、
十
四
年
十
二
月
甲
申
係
。
王
九

用
人
、
唯
興
委
臣
・
宣
霊
議
、
親
署
参
官
以
上
、
封
其
草
、
直
付
政

曹
、
名
臼
『
下
批
』
。
政
曹
嬢
草
謄
潟
、
更
無
奏
議
。
由
是
、
奔
競
成

風
、
賄
賂
公
行
、
賢
否
混
消
。

(
況
)
『
高
麗
墓
誌
銘
集
成
』
九
六
、
王
停
墓
誌
銘
。
こ
の
墓
誌
銘
に
は

「
越
壬
寅
歳
正
月
、
除
守
太
保
。
三
月
、
命
門
下
降
詰
日
、
云
々
。
弁

下
数
日
、
云
々
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
制
授
告
身
(
大
官
話
〉
に
よ
る

任
命
形
態
を
示
唆
す
る
事
例
も
見
え
て
い
て
興
味
深
い
。

(
忽
〉
コ
回
向
麗
史
』
巻
三
二
、
忠
烈
王
世
家
、
三
十
四
年
五
月
丙
成
像
。
李

混
・
佳
鈎
・
金
元
具
、
輿
承
旨
権
準
、
資
滋
陽
王
所
定
官
制
及
批
・

剣
、
還
自
元
。
超
資
越
序
者
、
皆
近
幸
権
勢
、
世
臣
警
官
、
倶
退
閑
。

(
お
〉
『
韓
園
上
代
古
文
書
資
料
集
成
』
一
一
一
一
一
、
李
子
傍
政
案
。

(

M

)

同
書
、
=
二
、
李
子
倫
告
身
。
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(
お
〉
同
書
、
一
二
五
、
李
子
情
告
身
。

*
「
斜
」
字
、
原
史
料
は
「
科
」
字
に
誤
っ
て
い
る
が
、
「
斜
准
」
の

用
例
は
『
韓
園
上
代
古
文
書
資
料
集
成
』
二
二
ハ
、
「
柳
従
恵
告
身
」

に
も
見
え
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
従
っ
て
お
く
。

「
司
上
靭
謝
斜
准
」

の
一
行
を
、
同
書
は
他
の
資
料
の
末
尾
に
繋
げ
て
四
押
し
て
い
る
が
、
私

は
こ
れ
を
木
資
料
冒
頭
の
表
題
と
解
揮
す
る
。
以
上
の
諸
貼
は
、
同
書

掲
載
の
図
版
を
参
照
し
て
改
め
る
こ
と
に
し
た
。

(
お
)
周
藤
吉
之
「
高
麗
初
期
の
中
極
院
、
後
の
極
密
院
の
成
立
と
そ
の
構

成
|
唐
末
・
五
代
・
宋
初
の
縞
密
院
と
の
関
連
に
於
い
て

l
」
(
『
宋
・

高
麗
制
度
史
研
究
』
所
枚
、
一
九
九
二
年
、
東
京
、
汲
古
書
院
〉
。

(
幻
)
『
太
租
貫
録
』
元
年
七
月
丁
未
係
。
定
文
武
百
官
之
制
O
i
-
-
-
中
植

院
、
掌
啓
復
出
納
、
及
兵
機
軍
政
、
宿
衛
警
備
昔
一
定
掻
等
事
。
刑
事
一
、

正
二
品
。
使
一
、
知
事
二
、
同
知
事
四
、
余
書
一
、
副
使
六
、
皐
士

一、

一商
一
議
院
事
三
、
己
上
、
従
二
品
。
都
承
旨
て
左
右
承
旨
各
て

左
右
副
承
旨
各
て
己
上
、
正
三
品
。
堂
後
官
二
、
正
七
品
。
嫁
吏

六
、
七
品
去
官
。
都
吏
康
俸
、
其
除
権
知
。

(
お
〉
『
韓
園
上
代
古
文
書
資
料
集
成
』
一
七
、
張
良
守
紅
牌
(
前
掲
〉
に

お
け
る
列
衝
は
、
下
位
の
も
の
が
右
、
上
位
の
も
の
が
左
に
位
置
し
て

い
る
。

(m)
『
朝
鮮
史
料
集
員
』
第
一
輯
、
三
、
兵
曹
朝
謝
帖
(
沈
彦
沖
)
は
朝

鮮
太
宗
朝
の
資
料
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
え
る
朝
謝
の
手
績
き
は
、
高

麗
後
期
の
「
剣
」
に
よ
る
官
職
任
命
の
手
績
き
を
窺
う
上
で
大
い
に
参

考
と
な
る
。
同
資
料
解
説
、
参
照
。

(
初
)
前
掲
、
『
高
麗
史
」
明
宗
世
家
、
十
四
年
十
二
月
甲
申
僚
の
記
述
に

よ
る
と
、
「
参
官
以
上
」
に
関
す
る
園
主
の
「
下
批
」
は
、
「
そ
の
草

を
封
じ
て
直
ち
に
政
曹
に
付
」
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
職
牒
の
作

成
は
政
曹
(
吏
兵
部
〉
が
管
掌
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
況
〉
『
高
麗
史
』
巻
七
五
、
選
翠
志
三
、
凡
選
法
、
辛
鵡
六
年
六
月
候
。

諌
官
李
崇
仁
等
言
、
「
近
年
官
爵
、
員
添
相
雑
。
其
謝
牒
、
但
有
堂
後

署
、
而
無
印
信
。
恐
後
日
必
有
候
滋
。
乞
東
班
典
理
司
、
西
班
軍
簿

司
、
各
令
印
信
署
給
。
」

(
m
M
)

金
昌
賢
著
『
高
麗
後
期
政
房
研
究
』
(
一
九
九
八
年
、
ソ
ウ
ル
、
高

麗
大
皐
校
民
族
文
化
研
究
院
)

0

(
お
〉
『
高
麗
史
』
径
一
一
一
九
、
叛
逆
三
、
雀
忠
献
俸
。
明
年
(
紳
宗
二

年
、
一
一
九
九
〉
、
以
兵
部
向
書
・
知
吏
部
事
、
朝
往
兵
部
、
護
入
吏

部
、
注
擬
文
武
官
。
叉
出
入
禁
閥
、
以
兵
自
衛
。

(
引
と
同
右
。
五
年
(
紳
宗
五
年
、
二
一

O
二
)
、
忠
献
始
在
私
第
、
輿
内

侍
・
吏
部
員
外
郎
虚
瑠
、
注
擬
文
武
官
、
以
奏
。
王
領
之
。
二
部
剣

事
、
坐
政
堂
、
但
検
閲
而
己
。
忠
献
濁
専
政
柄
、
或
因
左
右
所
托
、
或

納
賂
稽
一
意
者
、
皆
得
奔
官
。

(
お
)
同
右
、
附
、
佳
恰
俸
。
十
二
年
(
高
宗
十
二
年
、
二
一
二
五
)
。
百

官
詣
恰
第
、
上
政
簿
。
恰
坐
聴
事
、
受
之
。
六
品
以
下
官
、
再
奔
堂

下
、
伏
地
不
敢
仰
親
。
恰
、
自
此
置
政
房
子
私
第
、
選
文
士
風
之
、
競

日
必
閣
赤
、
擬
百
官
鐙
注
、
書
批
目
以
進
。
王
但
下
之
而
巴
。

(
お
)
『
高
麗
史
』
巻
一

O
五
、
柳
撤
停
。
撒
既
訣
培
、
奏
置
政
房
子
便
殿

側
、
掌
鐙
注
。
凡
園
家
機
務
、
皆
決
景
。

(
向
山
〉
『
官
同
麗
史
』
巻
七
五
、
選
翠
志
三
、
鐙
注
、
凡
選
法
、
忠
宣
王
二
年

(
二
三

O
〉
十
月
僚
。
文
武
鐙
選
、
分
委
逮
捕
間
部
、
以
首
E
相
領

之
。
然
一
一
一
幸
臣
、
以
他
官
兼
之
、
久
市
不
易
。

(
お
)
同
右
、
忠
粛
王
七
年
〈
一
三
二

O
〉
係
。
復
政
房
。
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(
お
)
同
右
、
忠
穆
王
即
位
年
(
二
二
四
四
)
十
一
月
線
。
命
典
理
・
軍

簿
、
五
品
以
下
、
黙
室
申
問
。

(
的
制
)
同
右
。
明
宗
時
、
吏
部
員
黙
初
笈
仕
者
姓
名
入
奏
、
挽
臼
『
黙
奏
』
。

於
是
、
求
入
仕
者
、
皆
賂
白
銀
、
以
篤
賛
。
上
自
剣
事
、
下
至
令
史
、

習
以
盛
岡
常
、
競
占
下
結
。

*
右
史
料
の
記
述
に
よ
る
と
、
任
官
候
補
者
の
リ
ス
ト
を
奉
る
際
に
、

あ
ら
か
じ
め
採
用
す
べ
き
も
の
の
名
前
に
貼
を
打
っ
て
お
い
て
上
奏
す

る
、
い
わ
ゆ
る
「
黙
奏
」
の
制
度
は
、
あ
た
か
も
明
宗
朝
に
至
っ
て
初

め
て
行
わ
れ
た
弊
風
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
寅
際
に

は
賄
賂
に
よ
る
貼
奏
が
こ
の
こ
ろ
盛
ん
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
揮
し
て

い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
黙
奏
の
制
度
自
鐙
は
高
麗
前
期
に
お
い
て
も
既

に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
も
そ
も
、
「
初
笈
仕

者
」
の
初
任
官
職
に
つ
い
て
ま
で
一
々
園
王
が
叡
慮
を
巡
ら
す
な
ど
と

い
う
こ
と
は
、
一
般
に
は
有
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は

形
式
的
に
は
王
命
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
に
し
て
も
、
実
質
的
に
は
吏

兵
部
の
擬
定
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(

M

M

)

『
高
麗
史
』
各
七
五
、
選
孝
士
山
三
、
鐙
注
、
凡
選
法
、
忠
穆
王
即
位

年
十
二
月
僚
。
罷
政
房
。
鋳
文
武
鐙
注
子
典
理
・
軍
簿
。
尋
復
政
房
。

〈
必
〉
同
右
、
恭
慾
王
元
年
二
月
候
。
復
罷
之
。

(
日
制
〉
同
右
、
恭
怒
王
五
年
六
月
係
。
数
日
、
「
政
房
設
自
権
臣
、
宣
薦
人

於
朝
之
意
。
今
宜
永
罷
。
其
三
品
以
下
、
輿
宰
相
共
議
選
退
。
七
品
以

下
、
吏
兵
部
凝
議
奏
問
。
」

(

H

H

)

同
右
、
恭
感
王
六
年
十
二
月
係
。
復
鋪
鐙
遺
子
吏
兵
部
。

(
必
)
同
右
、
辛
綱
元
年
十
月
僚
。
憲
司
詩
草
街
子
房
、
以
文
武
二
濯
、
分

隷
吏
兵
部
。
従
之
。
不
果
行
。

(
M
W

〉
『
官
同
麗
史
』
各

一
=
二
、
飯
逆
五
、
越
日
新
侍
。
越
日
新
、
従
恭

感
、
入
元
宿
衛
。
及
王
即
位
、
授
参
理
。
還
圏
、
奔
賛
成
事
、
岨
蹄
功
信
用

一
等
。
日
新
挟
負
織
之
功
、
暴
横
扇
怒
。
請
玉
日
、
「
元
朝
権
倖
、
欲

官
其
族
者
、
既
請
於
殿
下
、
叉
嘱
臣
。
今
使
典
理
・
軍
簿
、
掌
鐙
選
、

恐
有
司
拘
文
法
、
多
阻
滞
。
詩
復
政
房
、
従
中
除
授
。
」
王
日
、
「
復
高
官

制
、
未
幾
叉
媛
、
必
篤
人
笑
。
卿
以
所
托
告
我
、
我
議
選
司
、
誰
敢
不

従
。
」
日
新
憤
然
目
、
「
不
従
臣
言
、
何
面
白
復
見
元
朝
士
大
夫
。
」
途

僻
職
。

・
:
・
其
弄
権
自
幕
、
類
此
。

(
円
引
〉
『
元
史
』
容
九
一
、
百
官
志
七
、
文
散
官
僚
。
右
文
散
官
四
十
二

階
、
由
一
品
至
五
口
問
篤
宣
授
、
六
品
歪
九
品
信
用
教
授
。
教
授
則
中
書
署

牒
、
宣
授
則
以
制
命
之
。

『
元
史
』
巻
九
二
、
百
官
士
山
八
、
序
。
:
:
而
各
庭
総
兵
官
、
以
便

宜
行
事
者
、
承
制
擬
授
、
具
姓
名
、
以
軍
功
奏
聞
、
則
宣
ム叩

・
殺
牒
、

随
所
索
而
給
之
、
無
有
考
穀
其
賞
者
。

『
吏
象
指
南
』
儀
制
。
宣
、
天
子
親
賜
詮
命
也
。
故
無
押
{
子
、
以
賓

魚
信
。
始
於
唐
。
穀
牒
、
天
子
制
命
也
。
周
官
六
典
、
王
言
之
制
、
有

七
。
自
殺
・
牒
・
例
・
令
・
省
・
授
、
震
係
上
言
、
故
用
黄
紙
、
宰
相

押
字
。

(
必
〉
『
龍
飛
御
天
歌
』
第
八
一
-
章
。
太
租
総
逮
済
時
之
量
、
仁
厚
好
生
之

徳
、
出
於
天
性
。
勅
庸
輝
赫
、
愈
盆
謙
恭
。
旦
素
重
僑
術
、
硯
事
徐

暇
、
常
奥
儒
劉
敬
等
、
臨
見
観
経
史
、
幾
而
忘
倦
、
慨
然
有
挽
回
世
道
之

志
。
嘗
以
家
門
未
有
業
儒
者
信
用
嫌
、
令
太
宗
就
皐
。
太
宗
惟
日
孜
孜
、

積
書
不
倦
。
太
租
嘗
謂
目
、
「
成
吾
士
山
者
、
必
汝
也
。
」
一
柳
徳
王
后
、

毎
開
太
宗
讃
書
盤
、
嘆
目
、
「
何
不
第
五
日
出
乎
。
」
辛
鵡
時
、

太
宗
登
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第
。
太
租
奔
謝
側
庭
、
感
駆
流
湖
。
及
奔
提
按
〈
原
註
、
洪
武
壬
申
、

奔
密
直
提
曲
目
干
)
、
太
租
甚
喜
、
令
人
議
官
数
、
至
子
再
三
(
官
数
、
即

告
身
也
)
。
太
租
毎
宴
舎
賓
客
、
令
太
宗
聯
旬
、
綱
謂
目
、
「
我
之
輿
客

惟
娯
、
汝
力
居
多
。」
太
宗
成
就
聖
徳
、
雄
自
天
性
、
質
由
太
極
的
皐

之
動
也
。

*
洪
武
壬
申
は
恭
議
王
四
年
(
一
三
九
二
)
、
朝
鮮
関
閣
の
年
で
あ
る
。

(
約
〉
『
太
租
食
録
』
元
年
十
月
奨
酉
係
。
改
告
身
式
。
一
口
問
至
四
口問
、
賜

王
旨
、
日
官
数
。
五
品
至
九
品
、
門
下
府
奉
数
給
牒
、
日
数
牒
。

(
印
)
『
太
宗
貧
録
』
十
二
年
正
月
甲
寅
篠
。
議
告
身
法

0

・
・
:
命
政
府

目
、
「
人
君
授
人
以
官
、
人
臣
鐘
滞
告
身
、
貧
信
用
未
使
。
稽
諸
古
典
、

亦
無
出
謝
之
法
。
太
租
因
前
朝
之
法
、
四
口
間
以
上
、
則
給
官
数
、
五
日
間

以
下
、
則
只
令
門
下
府
給
数
牒
。
及
予
帥
位
、

四
品
以
下
(
上
)
、
皆

令
肇
諌
署
出
、
非
遜
太
租
之
法
也
。
其
擬
議
以
問
。
」

ヱ
石
史
料
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
太
組
元
年
の
告
身
式
は

「
前
朝
の
法
に
因
り
て
」
定
め
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
日
)
『
世
宗
貧
録
』
即
位
年
八
月
丙
午
係
。
凡
用
人
、
該
悩
回
復
一
任
、
書

可
用
者
三
人
、
以
啓
、
御
筆
熱
帯
邑
用
人
名
上
、
謂
之
受
給
。
用
之
於
二

品
以
上
備
任
時
。

(
臼
)
『
世
宗
貫
録
』
十
九
年
七
月
丙
辰
係
。
司
諌
院
啓
、
『
績
典
謄
録
』

内
、
班
簿
来
箆
僚
、
「
文
武
三
口
間
以
下
、
白
内
除
授
者
、
橋
特
旨
。」

今
吏
曹
、
以
不
嘗
遜
鞠
堂
上
郎
脱
相
遊
之
人
、
啓
閲
叙
用
、
乃
依
白
内

除
授
人
例
、
稽
特
旨
、
似
終
暗
毅
成
憲
。
上
項
相
遊
之
人
、
並
皆
改

正
。
今
後
白
内
除
授
人
外
、
母
得
稽
特
旨
。
上
回
、
己
除
職
者
、
母
改

正
。
今
後
以
相
避
程
遠
除
授
人
、
及
未
満
筒
月
、
別
例
遜
縛
、

不
得
己

越
等
除
授
人
、
兵
銀
座
遂
事
由
、
移
文
蓋
省
。

(
臼
)
『
世
宗
貫
録
』
十
九
年
八
月
乙
丑
係
。
議
政
府
啓
、
今
鐙
選
之
法
、

似
有
未
輩
、
可
行
僚
件
、
具
録
以
問
。
て
蓋
諌
除
授
、
必
擬
敏
人
受

貼
、
己
有
前
例
。
若
書
鐙
輔
徳
以
下
官
、
寺
監
判
事
、
慈
文
直
提
四
四
千
・

直
館
、
本
府
舎
人

・
検
詳
、
六
曹
・
漢
城
府
郎
瞬
、
刑
菅

・
都
官
、
知

市
宙
事
・
郎
瞬
、
中
植
院
経
歴

・
都
事
、
宗
親
府
曲
央
銀
、
箇
月
各
司
四
品

以
上
官
、
各
道
首
領
官
、
守
令
等
、
其
任
尤
重
、
必
須
精
捧
。
今
後
亦

依
肇
諌
例
、
必
擬
数
人
、
具
麿
歴
官
才
行
、

受
黙

0

・
:
:
従
之
。

附
論

太
組
元
年
(
一
三
九
二
)
の
告
身
式
に
よ
っ
て
、
四
品
以
上
の
官
職

は
吏
文
様
式
の
「
官
数
」
に
よ
っ
て
除
授
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

五
品
以
下
の
告
身
は
、
こ
の
段
階
で
は
依
然
と
し
て
高
麗
末
期
と
同
様

に
吏
韻
文
の
様
式
を
以
て
作
成
さ
れ
て
い
た
。

『
朝
鮮
史
料
集
真
綴
』

第
二
輯
、
六
「
金
動
車
告
身
」
(
太
宗
十
年
、
一

四一

O
)
は
前
者
、
す

な
わ
ち
吏
文
様
式
に
よ
る
官
教
の
寅
例
で
あ
り
、
『
朝
鮮
史
料
集
真』

第

一
縁
、
三
「
丘
一
曹
朝
謝
帖
」
(
太
宗
九
年
、
一
四

O
九
)
は
後
者
、

す
な
わ
ち
吏
讃
文
様
式
に
よ
る
数
牒
の
質
例
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
世
祖
三
年
(
一
四
五
七
〉
の
段
階
に
な
っ
て
、
五
日
間
以
下

の
告
身
に
つ
い
て
も
よ
う
や
く
吏
讃
文
援
式
の
奮
套
を
腕
し
、
中
園
式

の
吏
文
の
様
式
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
結
に
つ
い
て
は

『
世
租
貫
録
』
三
年
七

月
申
氏
僚
に
、

「
吏
曹
啓
。
吏
科
及
承
蔭
出

身
、
封
贈
爵
牒
等
項
文
牒
、
皆
用
吏
文
。
濁
於
東
西
班
五
品
以
下
告

身
、
製
用
吏
論
調
、
甚
策
部
僅
。
請
自
今
、
用
吏
文
。
従
之
」
と
し
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
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PERSONNEL ADMINISTRATION 詮選AND LETTERS

OF APPOINTMENT 告身IN THE KORYO DYNASTY

　　　　　　　　　　　　

Yagi Takeshi

　　

In the　Kory6 period, the appointment and　dismissal　of civil　and

military officials was conducted under the supreme authority of the King

國王But, as the enormous amount of personnel administration could not

be managed by the King himself, in reality, the selection of officials was

entrusted to bureaucrats and the King simply approved the appointments

and dismissals of ｏ伍cers on the basis of these selections.

　　

The bureaucratic procedures　of　the　selection　process　within　the

personnel syste° included varied forms of the letters of appointment and

dismissal, each reflecting the rank of the ｏ伍cial. In this paper ｌ analyze

the changes in the form of these letters used in the personnel system, and

through those changes l eχamine the development of the monarchy from the

Koryo to the early-Choson period･

　　

In the early Koryo period, civil and military ｏ伍cials of the Upper-third

rank正三品or above were appointed and dismissed with a letter of royal

order牧授告身，ｏｒ制授告身, and officialsof the Consultants-in-ordinary 常

參官status were appointed with a letter of the State Council 中書門下. In

both cases, personnel selection was made by ａ Grand-Councilor宰相in the

State Council, and personnel selectionｓ　ｗerethen approved by the King･

On the other hand, the military and civilian officialsbelow Consultants･in･

ordinary status were appointed by a directive of the Office of Personnel伺書

吏部.

　

The documents concerning the personnel selected by Ｏ伍ｃｅ of

Personnel, or the Office of Military Personnel 尚書兵凰were offered to the

King for his approval after having been inspected by ａ Grand Councilor

in the State Council or Bureau of Military Affairs楯密院.

　　

However, the authority of the State Council concerning the personnel

affairs was　greatly reduced　in　the　late-Koryo　period.　　The King or

powerful subjects and favorite ministers who had usurped his authority

came to manage personnel affairs ｅχclusively from the confines　of the

Chamber of Personnel 政房within the palace. The revival of these

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－



practices,which clearly violated dynastic custom, afterrepeated attempts to

abolish them clearlyindicates just how well the activitiesof the Chamber

of Personnel suited the despotic atmosphere of the･late-Koryo period. The

Chamber of Personnel was 丘nally abolished in the early-Choson period,

but the authority of the Grand-Councilors in the State Council regard-

ing personnel　administration　was　not restored to　its　previous　status･

Thereafter, the selection of personnel conducted by the Personnel Section

吏兵曹was increasingly under directcontrol of the King himself｡

　　　

l have attempted to analyze the above-mentioned changes in personnel

institutionsthrough an analysis of the form of appointment letters.

ON THE DEATH FROM ILLNESS AND RECUPERATION

　　　　

OF LOCAL OFFICIALS DURING THE QING：

　　　　　

ＡCONSIDERATION OF THE SYSTEM OF

　　　　　　　

PERSONNEL ADMINISTRATION

Wu Yue

　　

In this paper l propose toｅχamine the everyday problems of personnel

management through an analysis of the procedural documents concerned

with recuperation and death from illnessof local government officials,who

composed the greatestnumber of bureaucrats. Management of the problems

of sickness and death by illness was ａrelativelyfrequent, common matter

in the sphere of personnel management, and for thisreason it betterreflects

the realitiesof local government administration and personnel management

of local ０伍cialsthan the regular hiring of new local ｏ伍Cia1Sor the daji

大計, conducted every three years. This topic is therefore an ｅχtremely

important issue in the study of local government administration and the

bureaucratic system｡

　　

The point of this paper is to illuminate how local officialsor their

families petitio°edor reported on their misfortunes and how those petitions

and reports were processed by their bureaucratic superiors through an

attempt at reconstructing these documents. Clarifying these documents can

undoubtedly illu°inate how the Qing bureaucratic personnel system was

- ２－
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